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 庄 司 祐 一 
総 務 課 長 補 佐
兼 総 務 係 長  日 塔 俊 浩 企画財政課長補佐 

 

 

◎ 委 員 会 日 程 

 

令和５年３月１４日（火） 午前９時開議 

 

 委員会日程第３号 

   日程第１   付託案件の審査、採決 

     議第８号  令和５年度河北町一般会計予算について 

散  会  

 

◎ 本日の会議に付した事件 

       委員会日程第３号のとおり 

 

◎ 開   議 

午前９時 

○石垣委員長 おはようございます。 

   本日の欠席通告委員はありません。 

   ただいまの出席委員数は11名であります。

定足数に達しておりますので、直ちに本日の

会議を開きます。 

   本日の委員会日程はお手元に配付のとおり

であります。 

○石垣委員長 日程第１、付託案件の審査、採決

を行います。 

   議第８号令和５年度河北町一般会計予算に

ついての質疑を続けます。 

   委員長から申し上げます。 

   予算審査特別委員会でありますので、一般

質問に類するような発言は避けてくださるよ

うお願いします。 

   質疑の際は、最初にページ、款、項、目、

節を、さらに質疑の内容を簡潔明瞭にお願い

します。答弁する側も簡潔明瞭に答弁をお願

いします。 

   それでは、５款から８款までの質疑を続け

ます。 

   「12番細矢誓子委員」 

○細矢委員 おはようございます。 

   それでは、私から質問させていただきます。

私、５点ほどありますので、よろしくお願い

いたします。 

   まず最初に、87ページ、６款２項１目林業

費、モデル地区森林管理実施計画策定業務委

託料130万円の件です。 

   事業内容として説明書には「平成31年４月

から始まった新たな森林経営管理制度に基づ

き開始された森林環境譲与税を財源として事

業を行います。本年度は令和４年度に現地調

査を実施したモデル地区を対象として森林整

備を行っていくための実施計画を策定しま

す」という説明がありました。モデル地区森

林管理実施計画の内容をもう少し具体的に教

えていただければと思います。 

   次は89ページ、７款１項１目商工費、ふる

さと寄附事業費、ふるさと納税業務委託料で

すけれども、近隣市で起きた事件の再発防止

に関する検討は河北町でもされたのかという
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ことをお尋ねいたします。 

   それから、91ページ、商工総務費、かほく

魅力発信委託料153万円、首都圏において河

北町物産の農産物を中心に物産展を３回予定

していると説明がありました。これは過去に

は何回ほどされたのか、その効果をどのよう

に捉えておられるかということをお尋ねいた

します。 

   93ページ、７款１項３目観光費、農泊推進

対策事業貸付金250万円、この事業内容と目

的はどういうものかということをお尋ねいた

します。 

   93ページ、７款１項３目観光費、インバウ

ンドツーリズム推進業務委託料419万9,000円、

これも説明には地域おこし協力隊によるイン

バウンドツーリズムの受入れ推進業務を委託

すると説明がございました。このインバウン

ドツーリズムの受入れ推進の基本計画などは

できておられるのでしょうか、お尋ねいたし

ます。以上です。 

○石垣委員長 「宇野農林振興課長」 

○宇野農林振興課長併農業委員会事務局長 おは

ようございます。お答え申し上げます。 

   １点目の86ページ、87ページ、６款２項１

目林業費であります。モデル事業についての

説明ということでありましたので、令和３年

度におきまして林業所有者等意向調査業務と

いうのをやってまいりました。対象地区が岩

木地内であります。こちらの森林を所有する、

小字名でいいますと地獄谷、中平等々のエリ

アになりますけれども、合計42名の所有者に

対しまして調査を行ったところであります。

この調査というのは、今後どのように林地を

運営というか、今後のこれからの計画につい

て意向調査をしたものであります。 

   意向の結果につきましては、ほとんどの方

が今後の管理について整備を委託、森林経営

管理制度を利用して町に経営や管理を委託す

ることを検討してみたいという回答でござい

ました。 

   これをもちまして、令和４年度、今年度に

おいてモデル地区の森林調査業務というもの

を委託したところであります。アンケートを

取った中から、具体的な立木、その中にある

立木の調査をそれぞれの筆ごとに細かく調査

したものであります。 

   来年度においては、令和５年度においては、

これを基に今後どのように森林を経営管理し

ていくのかという実施計画を策定していくと

いうことでございます。これに関しましては、

これまでもそうでありましたけれども、西村

山地方森林組合に委託をしてやっていくとい

うことであります。 

   具体的には、今後の森林運営、管理に対し

て、本来であれば森林の中から立木を切って、

そこで利益が出て、それで森林を適正に管理

していくというところが望ましいところであ

りますけれども、それができるかどうかとい

うのを今回の調査でやっておりまして、その

後、継続的に管理できる仕組みを来年度の実

施計画の中で策定していくという中身になっ

ております。以上でございます。 

○石垣委員長 「軽部商工観光課長」 

○軽部商工観光課長 お答えいたします。 

   まず初めに、89ページ、７款１項１目、ふ

るさとづくり寄附事業のふるさと納税業務委

託料ということで、ご承知のとおり、近隣で

起きました贈収賄事件の影響というのは、現

在のところ河北町に関しては影響はないと。

この事件を受けまして、町としても、返礼品

の取扱い業者ということで、要綱がございま

して、いろいろな要件があるわけですが、業

者を選定するということの審査会、町の業者

選定審査会の中で今後選定していくというこ

とで要綱改正をしたところでございます。 

   続きまして、91ページ、７款１項商工総務
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費のふるさと発信事業費でございます。この

中のかほく魅力発信事業委託料でございます。

これまでの実績、効果ということで申し上げ

たいと思います。 

   令和４年度におきましては、埼玉県さいた

ま市、大宮駅前にあります「まるまるひがし

にほんセンター」というところで３回実施い

たしております。６月24日から６月26日の３

日間、これはサクランボを中心としたイベン

トということで、来場者数につきましては１

万2,835人ということで、３日間総数になり

ます。売上げについては約40万円ということ

になっております。２回目は９月23日から25

日まで、同じまるまるひがしにほんセンター

で行っております。来場者数につきましては

１万4,674人ということで、売上げが３日間

で84万6,000円となっておるところでありま

す。３回目は同じくまるまるひがしにほんで

11月11日から13日までの３日間、来場者数が

１万1,149人ということで、売上げが約70万

円という実績でございます。 

   こちらは３回開催しておりますが、町の特

産品でありますサクランボを中心として、シ

ャインマスカットの時期に合わせて開催をし

たところであります。効果的には、非常に来

場者数も多く、売上げも伸びたということで

評価しておるところでございますが、令和５

年度におきましては、もっとより効果のある

場所を選定して、東京都内で実施したいと今

のところ考えておるところでございます。た

だ、まるまるひがしにほんにつきましてはこ

れまでも何度かやっておる実績もございます

ので、そのうちの１回ぐらいはまるまるひが

しにほんでもやっていきたいなと考えておる

ところであります。 

   続きまして、93ページ、７款１項３目観光

振興費の農泊推進対策事業貸付金についてご

説明いたします。 

   この事業につきましては、既に今年度も実

施しておりまして、ＤＭＯさくらんぼ山形が

組織されました。山形市を中心とした中枢都

市圏の中で観光振興部会でＤＭＯを立ち上げ

たところでございます。 

   農泊事業につきましては、山形市、中山町、

河北町の１市２町でベニバナに特化した事業

ということで、事業の目的は、ベニバナ生産

者と観光業者が連携しまして、地域が主体と

なった農泊を推進する自走可能な協議会を今

後設立に向けて、今年度、来年度も実施する

となっております。大きな目的としましては、

観光のみならず、１次生産者における収益増

加、それから持続可能な観光と農業を結びつ

けていきたいということで、いわゆるベニバ

ナを使った商品が非常に少ないということで、

なかなか生産者も増えないというところで、

250万円の予算ではございますが、１市２町

合わせまして750万円の農林水産省の補助事

業を活用して実施していく内容となっており

ます。 

   続きまして、７款１項３目観光振興費でご

ざいます。インバウンドツーリズム推進業務

委託料でございます。現在のところ、インバ

ウンドに関しての基本計画といったものはご

ざいません。 

   既にインバウンド、ご承知のとおり、進ん

できておるようですが、河北町におきまして

は、シンガポール、明日になりますけれども、

韓国のコーラツアーというところで３週間続

けて30名ほどの紅花資料館への来館が予定さ

れておるところであります。 

   この事業に関しましては、現在のところイ

ンバウンドに関しての受入れ体制が河北町と

しては整っていないということもございまし

て、来年度に向けて、地域商社かほくらし社

を中心としたツーリズムの受入れ体制の組織

化を図っていきたいというところでございま
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す。そこに関しては、なかなか人材的な方が

現在のところいないということもございまし

て、地域おこし協力隊を活用してこの組織を

目指していきたいということであります。こ

の組織には、もちろん河北町観光協会、べに

花の里振興公社、それから商工業者、生産者

といったところを踏まえて組織化を目指して

いきたいという内容でございます。 

○石垣委員長 「12番細矢誓子委員」 

○細矢委員 ありがとうございました。 

   先ほどの森林ですけれども、今、ゼロカー

ボンを進めていく上では森林の活用というの

がとても叫ばれておりますので、しっかりし

た管理、何か今まで様々な政策を見ています

と林業に関するというのがあまりなかったよ

うに私は見受けられましたので、こういうし

っかりした事業がされることによって森林が

もう一度きちっと見直され、森林の必要性が

語られるというのはとてもすばらしい事業だ

なと思っておりますので、ぜひ進めていって

いただきたい。 

   あと西部小学校に緑の少年団という組織も

ございますので、そういう活動をもっと全町

に広げていくような働きかけもされてはどう

かということで、そちらの広がりをどのよう

に進めていくかということもお尋ねします。 

   それから、先ほどのふるさと納税のところ

ですけれども、１回そういう事件を起こしま

すと町に対する信頼度というのが大変失われ

るおそれがありますので、しっかりした取組

で、そういう同じような事件が起きないよう

に、そういう管理体制を進めていただきたい

と思います。 

   それで、ふるさと納税もやり方によっては

まだまだ私は伸びる可能性が河北町にあると

思いますので、これからどのような点に重点

を置いて進めていかれるのか、そこら辺もお

尋ねしておきます。 

   魅力発信、大変すばらしい魅力発信事業で

ありまして、こういうものが河北町にあると

いうことを全国に知らせるには、首都圏にお

いてのイベントというのは大変効果があるも

のだと思いますので、大宮市だけではなく、

三軒茶屋にアンテナショップもございますの

で、そういう町としての発信というのをきち

っと整備されておる地域でのこういう事業と

いうのをお考えになっていただければ、まだ

まだ広がりを見せるのではないかと思ってお

ります。場所の設定云々というのをもう一度

よくお考えになっていただきたいと思います。 

   農泊推進対策、これはとても面白い事業で

すね。今までベニバナと農業というのはなか

なか結びつかない。ベニバナに特化しての農

家の方のそういういろいろなご苦労というの

が分からなかったというのがありますので、

すごくすてきなというか、新しい試みで、農

業の方にもきちっとそういうベニバナの農家

にその恩恵がきちっと伝わるように、他市町

村とコラボして進めていかれるというのはと

てもすばらしい活動だなと思っております。

農泊を推進する目的も、さっき農業と観光と

いろいろなものをつなげていくんだという働

きで、その目的は私も把握いたしました。こ

れは貸付けだから、その貸付けの条件などは

ございますか、それもお尋ねをいたします。 

   あとインバウンドですけれども、コロナの

解禁、コロナのいろいろなことの解禁で、外

国の方の動きのほうが日本の方よりもすごく

広がりがあるというところにインバウンドの

効果というのがあるのかなと思っております

ので、先ほどターゲットをどこに、どういう

地域の方にというのをお聞きしようと思いま

したけれども、先ほどシンガポールとか韓国

という話がありましたけれども、そのほかに

どういうところの地域の方をターゲットにさ

れているのかということもお聞きいたします。 
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   今の質問に対してお答えをお願いします。 

○石垣委員長 「宇野農林振興課長」 

○宇野農林振興課長併農業委員会事務局長 お答

え申し上げます。 

   本事業につきましては、森林環境譲与税を

財源とした事業でございます。森林譲与税に

つきましては、林業の採算性の低下あるいは

所有者が不明な森林が多くなってきた、あと

は担い手不足、こういった森林が増えている

中で、令和元年度におきまして、市町村に森

林整備等の新たな財源として森林環境譲与税

の譲与が始まったところであります。これに

よりまして、市町村が私有林の経営管理を受

託する仕組みを構築し、森林経営管理制度と

いうものがスタートした、その中の一つでご

ざいます。 

   本町におきましても、こういった森林に対

する取組、森林の保護、継続的な、永続的な

管理という点で、まずは森林の普及というこ

とで、譲与税絡みでありますけれども、こち

らを利用しまして木工クラフト教室なども開

催させていただいております。令和４年度に

おいては、紅花資料館において、べに花まつ

りに併せて木工クラフトなどを開催させてい

ただいております。あとはほくほくまつりの

ときですとか、そういったところで森林のＰ

Ｒというところ、あとは森林の大切さという

ものをＰＲしてきて、令和５年度におきまし

ても同様に事業費を持っておりますので、そ

ちらでＰＲしていければと考えてございます。 

○石垣委員長 「軽部商工観光課長」 

○軽部商工観光課長 初めに、ふるさと納税の今

後の戦略といいますか、寄附拡大を目指すと

いうことでございますが、令和５年度におき

ましては、新たにポータルサイト、ＡＮＡ、

ＪＡＬの２社を増やして、より効果のあるポ

ータルサイトを開設したいと考えております。 

   さらには、魅力発信事業ということで、い

わゆるポータルサイトでいろいろ大規模なイ

ベントをやっております。令和５年度におき

ましては、ふるなびのマルシェということで

有楽町で実施される予定ですので、そちらに

出店してまいりたいと考えております。あわ

せまして、ふるさとチョイス大感謝祭という

ことで、横浜市にありますパシフィコ横浜と

いうところで開催を予定しておりますので、

そちらにも出店させていただいて、河北町の

ＰＲに努めてまいりたいと考えております。 

   続きまして、農泊の貸付けに関しての条件

でございますが、こちらは補助金を活用する

ということで、交付が年度末になるというこ

ともございまして、１市２町でまず負担をす

るということで、ＤＭＯ山形に750万円を貸

付けするという形になります。３月31日をも

って元利収入金ということで町に返還すると

いうことで、条件ということではございませ

んが、事務局から貸付けで対応していただき

たいということで、今回貸付金という形で予

算を計上させていただいたところであります。 

   それから、インバウンドツーリズム事業の

ターゲットということでございますが、現在

のところ、シンガポール、韓国からの来館者

が見えられているということでございます。

そのほかには、中国も緩和されてきたという

こともございますので、中国、台湾、そして

発信大使になっていただいている方の強みと

いいますか、そこはタイです、そちらを積極

的に誘致に努めていきたいなと考えておると

ころであります。 

○石垣委員長 「12番細矢誓子委員」 

○細矢委員 森林管理、私、本当にこれは希望の

ある政策だと思っております。べに花まつり

だったかな、資料館で行われた、そのとき私

も参加させていただきましたし、いろいろな

意味で木に触れる機会が多くなったというこ

とは本当にすてきな、とてもいいことだなと
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思いますので、ぜひ進めていっていただきた

いと思います。 

   それから、ふるさと納税ですけれども、い

ろいろなサイトでいろいろな啓蒙活動という

か、広がりを広げていく動きというのがとて

も大事であって、ふるさと納税の納税額を河

北町でもっともっと進めていくというのは、

どういう取組に重点を置いてこれからいかれ

るのか、どういう方向を、新しいいろいろな

返礼品の中に、ちょっとこれ面白いなという

感じのものを取り入れたり、農泊の進めるの

をされるベニバナと農業をコラボしたような

ツーリズムをその中に入れていくみたいな、

様々な企画をお考えか、その辺のところもこ

れからどういう施策を重点的に増額するため

にいかれるのかというのをお尋ねしておきた

いと思います。 

   それから、魅力発信、私、先日の新聞で、

有楽町でこれがあったのかな、何かそれを見

たときに、様々な町の、様々な市のそういう

企画があるんだけれども、河北町の農産物と

いうのはとても品質がいいという買われた方

の、お買い求めになった方の感想を述べられ

た方がいらしたんですが、ピーマン一つにし

てもピーマンの質、大根だったら大根として

そういうのがとても河北町はすばらしいとい

うお褒めの言葉をいただいた記事を私は読み

ましたので、ここが強みだなと思いましたの

で、そういうすばらしい製品が、作物がこの

町ではできますということで、どんどんそう

いうもので広めていっていただきたいと感想

を述べておきます。 

   それから、ツーリズムですけれども、ツー

リズムを広げるには、いろいろな町でいろい

ろな仕掛けでインバウンドを狙っている自治

体は多いと思いますけれども、本町の強みを

出す施策というのはどの辺なのか、それをお

尋ねしておきます。 

○石垣委員長 「軽部商工観光課長」 

○軽部商工観光課長 ふるさと納税の返礼品のラ

インナップということかと思いますけれども、

ベニバナに関する商品ということで、紅花染

を中心として返礼品を取り扱っているものの、

例えば紅こぎんに関するものとかそういった

ものも想定はしております。ただ、まだ確定

ではないので、この場でこういう商品という

のは答弁を差し控えさせていただきたいと思

います。 

   今後、新たな返礼品につきましても、町と

委託業者で、もちろん生産者も含めて検討し

ながら、よりよい商品を寄附返礼品としてご

提供できればと思っております。 

   インバウンドの強みでございます。河北町

におきましては、紅花資料館を中心とした、

見る観光、紅染を体験できるような観光とい

うのが主流といいますか、主にそういったも

のになっております。ただ、農業体験ですと

か、企業、スリッパ製作とかそういったこと

も踏まえて、いわゆる観光だけではなく、工

業も、それから農業も含めたツーリズムを今

後構築していく必要があるのではないかなと。

そうしたことによって町内に滞在する時間が

多くなるということも踏まえまして、今後検

討してまいりたいと考えております。 

○石垣委員長 「12番細矢誓子委員」 

○細矢委員 一般的に観光というところ、本当に

すっと行って、すっと帰っていくというよう

なパターンが多いので、滞在時間を長くする

仕掛け、そこが一番大切なことかなと思って

おります。終わります。 

○石垣委員長 以上で、12番細矢誓子委員の質疑

を終わります。 

   次に、「10番木村章一委員」 

○木村委員 80ページ、６款１項３目、ベニバナ

栽培関連業務委託、令和２年度から同じ額で

栽培業務委託しています。当初は紅餅まです
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るという説明、当初というか、何回かそうい

う説明を受けているんですが、紅餅をちゃん

と収穫しているのかなと。もし収穫したらど

んなふうに活用されてきたのか、令和５年度

はどうするつもりなのかお聞きしておきたい

と思います。ぜひベニバナは、河北町で紅染

もしていますので、紅餅までして、それで紅

染にしっかり生かしていくべきではないかな

と思いますので、いかがでしょうか。 

   同じ80ページ、６款１項３目、エダマメ・

大豆栽培推進事業補助金、エダマメの種子購

入費の支援でありますけれども、エダマメの

栽培の何というんですか、狙いといいますか、

少し最近ぼけてきたような感じもするんです

が、どこでＰＲしていくのかというか、要す

るに転作作物としてしっかりと位置づけてい

く、そういった位置づけとか、何かベニバナ

をどう生かしていくのかという点で河北町の

位置づけというのはどんな場所の位置づけな

のか改めてお聞きしておきたいと思います。

また、大豆としてのエダマメというのも注目

しているのかどうか、そこもお聞きしておき

ます。 

   84ページ、６款１項８目、ひなの湯関連の

改修費でありますが、ひなの宿についての改

修費ですね。最近なんですが、よくひなの宿

を利用される町外の方から「壁が薄くて、隣

の部屋の音がよく聞こえる。時によっては眠

れないときもある」ということをお聞きしま

した。私たち町民、ひなの宿のスタッフも部

屋に泊まるということがないので、意外と音

がよく聞こえるということに気がつかないん

じゃないかなと思います。ずっと以前、ひな

の宿ができてすぐぐらいに、私は「音がよく

聞こえるという話があるよ」ということを１

回お伝えしたことがあるんですけれども、そ

れから具体的対策を取られてないようなんで

すけれども、せっかくの施設ですので、そん

な隣の音が聞こえるようなことがあってはな

らないと思うんですね。ここをしっかりと対

応していただきたいんですけれども、いかが

でしょうか。 

   86ページ、６款１項９目、農商工連携関連

予算ですが、地域商社へ100万円を出してお

りますけれども、この関連で、ネットワーク

推進協議会、私は期待しているんですが、令

和４年度、ようやく動き出したと思うんです

が、まだコロナもあってなかなか十分活動で

きていないのか、別な課題があるのか、農商

工連携を進めていく上で、ネットワーク推進

協議会の今後の活動計画といいますか、お示

しいただきたい。 

   88ページ、７款１項１目地域産業振興費、

地域おこし協力隊の委託費がありますが、ど

んな活動を予定している内容なのかお聞きし

ておきます。 

   それから、地域活性化起業人負担金、ここ

のところの活動内容、どんなことを予定して

いるかもお聞きします。 

   90ページ、７款１項１目、ふるさと納税で

頂く寄附額の見込み、この金額13億円だとい

うことでしょうか。今、議論もありましたが、

同じ取組では同じ寄附金額にならないかもし

れないということで、新たな取組という点で、

今、12番委員にお答えになった以外にもあり

ましたらお聞きしておきたいと思います。 

   現在、ふるさと納税で一番寄附返礼品とし

て利用されているのは何か、１番、２番、３

番ぐらいまで紹介してください、改めて。 

   それから、90ページ、７款１項２目であり

ますが、商工業振興費で、町長にお聞きした

いんですけれども、新庁舎ができて、森谷町

長が就任されたのは新庁舎が発注されるよう

なタイミングから森谷町長が就任されている

わけですけれども、この場所に新庁舎を再配

置、同じところに再配置するというまでには
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いきさつがあって、287号沿いがいいんじゃ

ないかとか、溝延がいいとか、北谷地に置く

べきだとかいろいろと意見もあって、ここを

選んだのは、八幡様とか動物園もあって、さ

らに、ここに同じ場所においてこの地域を振

興もさせられると、振興できるんだと、商工

業者を中心とした部分の商工業も振興させら

れるというような計画を立てたんですが、そ

の計画がなかなか出てこない。ここは町長が

リーダーシップを執って、新庁舎を設置した

メリットを生かした、谷地中心部の振興計画

といいますか、それを具体化していくような、

そういったリーダーシップというのは今回の

予算でどのように検討されたのかなと思うん

ですが、いかがでしょうか。 

   90ページの７款１項３目、観光協会補助金

と94ページの７款１項４目の紅花資料館指定

管理料を併せてなんですけれども、観光協会

の果たすべき役割、目指すところという点で、

大分苦労はしているんですが、この辺のとこ

ろをしっかり改めて定め直してはどうか。紅

花資料館と言っているんですが、例えば紅花

染資料館みたいにして、もっとターゲットを

絞り込んじゃって、そのためには、ベニバナ

を栽培して紅餅にして、十分に紅餅を確保し

て紅花染をしっかりやれるように、生産物も

作るし、紅染体験の方々にも十分対応できる

ほど紅餅をしっかり確保するみたいな、そう

いったふうにしっかりターゲットを絞ってい

くなどということを検討したことはないかお

聞きしておきたいと思います。 

   98ページ、８款２項２目除雪費ですが、機

械器具費に3,500万円見込んであるんですが、

町で除雪機を増やして、よくしてもらうよう

な、そういった方向を目指しているのかお聞

きしておきたいと思います。 

   106ページ、８款５項１目、定住促進住宅

ですが、別なところで若者を河北町に引き込

むための住宅地づくり、特別な住宅づくりと

いう構想なども出始めているわけですが、定

住促進住宅をもっとしっかり活用する、本当

にちょっと荒唐無稽ですけれども、子供がい

る家族に、１家族で２スペース、２部屋使っ

てもいいですよみたいなことなんかも思いっ

きり考えてみたらどうか、そうすれば、そん

なにお金をかけなくても、空いている部屋も

生かしていけるなんてこともあるのではない

かと思うんですが、そういったところまでし

っかり考えて、うまく河北町が頂いた財産で、

元をほとんどかけずに、今のところは差引き

で町の収入がある、収入が多いという定住促

進住宅をもっと生かしていくことを発想すべ

きではないかと思うんですが、いかがでしょ

うか。そういう発想をしたかどうかお聞きし

ておきたい。以上、お聞きします。 

○石垣委員長 「宇野農林振興課長」 

○宇野農林振興課長併農業委員会事務局長 お答

え申し上げます。 

   初めに、80ページ、81ページ、６款１項３

目、ベニバナ栽培の関連委託業務になります。

こちらにつきましては、令和４年度同様、来

年度につきましても43アール分の栽培を委託

するということにさせていただいております。

また、委員おっしゃられるように、完成品と

して紅餅を頂くというふうにさせていただい

ているところであります。令和４年度におき

ましても紅餅を頂いております。その活用法

というところでありますけれども、これにつ

きましては紅染めをする体験に紅餅を差し上

げたりというような活用を今のところはさせ

ていただいているところでございます。 

   ボリュームとしましては４キロ程度でござ

います。それを体験する場合などに活用とい

うことで、あとは協力隊員で紅染の研究をし

ている方もおられますので、そちらにご活用

いただいたりというようなことで今のところ
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紅餅を活用させていただいているところであ

ります。 

   続きまして、同じ80ページ、６款１項３目、

エダマメ・大豆栽培推進事業補助金に関して

であります。秘伝豆、本町で秘伝豆というこ

とでありますけれども、販売戦略としまして

は、ＪＡでハッピー枝豆シリーズということ

で、ある程度のボリューム、エダマメ全体の

ある程度のボリュームと期間、長さですね、

こちらをいただいた戦略の中でやらせていた

だいているというところが実態でございます。 

   本町におけるエダマメの位置づけというこ

とでありますけれども、転作作物として、戦

略作物としても位置づけさせていただいてお

ります。また、大豆でありますけれども、大

豆全体で言いますと、国でも大変需要がござ

いますので、転作自体、大豆、かなりの量、

ボリュームになってございます。そちらでも

町の戦略的な作物と位置づけをさせていただ

いているところであります。 

   特に秘伝豆でありますけれども、乾燥エダ

マメですけれども、そういったところにも引

き合いがあるというお話はお聞きしておりま

すので、そちらも転作作物としては十分なの

かなと。ただ、「秘伝」という名称をどこま

で出せるかというのは、今のところハッピー

枝豆シリーズというか、ＪＡさがえ西村山管

内での統一的な中での戦略というところで、

なかなか秘伝という名称が出てきておらない

ところですけれども、その辺をどう差別化と

いうか、そこら辺は少し考えていく必要があ

るのかなと考えてございます。 

   あと、86ページ、６款１項９目、農商工連

携推でございます。ネットワーク協会のお尋

ねでございました。こちらにつきまして、本

年度におきましては、ベニバナ、エダマメ、

サクランボ、この３つの作物に関して、これ

から農商工連携、この３つの作物にして農商

工連携のどういったものができるかというこ

とで、協議会のメンバーの方を３つのグルー

プに分けてワークショップをさせていただい

たところであります。来年度におきましては、

このワークショップで出てきた案というもの

を深掘りしながら、あるいは先進地の研修な

どもさせていただきながら、予算には自動車

借上料なんていうのも出ておりますけれども、

視察にぜひ行きたいということで計上させて

いただいたものでございますけれども、そう

いったところをしながら、深掘りをしながら、

何か一つ農商工連携につなげていければとい

うところであります。 

   ただ、大きな課題としまして、やはりプレ

ーヤー、やる方ですね、直接ネットワーク協

議会がするわけではありませんので、そのプ

レーヤーなども考えながら、農商工連携、ど

ういったものがいいか、そういったところを

深掘りしていく必要があるのかなと考えてご

ざいます。以上でございます。 

○石垣委員長 「軽部商工観光課長」 

○軽部商工観光課長 84、85ページ、６款１項８

目、ひなの宿の予算でございます。壁が薄く

て音が隣に聞こえるのではないかというクレ

ームでございますが、ハード的な対策という

ことではこれまで取っておらない状況でござ

います。ただ、そういった苦情があれば、部

屋を交換したり、より敏感な方に関しては予

約の際に端の部屋を取っていただくなどの対

応を取っているような現在は状況であります。 

   89ページ、７款１項１目商工総務費の地域

産業振興費の地域おこし協力隊の委託料でご

ざいますが、３名予定しております。１名は

３年目になりますが、地域商社の運営支援と

いうこととツーリズムの企画運営、それから

産学官連携ということで１名、あとは２年目

になりますが、ふるさと納税の商品開発とＥ

Ｃサイトでの販売ということです。サイトは
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令和４年度で立ち上げております。もうお一

方は、同じく２年目で、ワインの醸造とイタ

リア野菜の販路ということで、協力隊として

の任務に就いていただくようになっておると

ころであります。 

   地域活性化起業人につきましては、リーデ

ルジャパン株式会社から１名派遣いただいて、

ワインに関する業務に就いていただいており

ます。新年度におきましては、町内でのコミ

ュニティワインを普及させていきたいという

ことでの任務と、それから県内のワイナリー

のツーリズムの企画を今後に向けて進めてい

きたいという形になっております。 

   あともう１名は、株式会社さとゆめから１

名派遣いただいております。こちらの方に関

しては地域商社かほくらし社のマネジメント

的な支援という形でお願いをしているところ

であります。 

   90ページ、91ページ、７款１項１目のふる

さと納税に関するご質問です。新たな戦略と

いうことでございますが、先ほど12番委員に

も申し上げたように、新たなポータルサイト

を２つ立ち上げて販路拡大に向けてやってい

きたいということと、魅力発信ということで、

有楽町並びに横浜のサイトでのイベントに参

加して販路を拡大していきたいということが

主な事業でございます。 

   返礼品の上位といいますか、２月末現在を

申し上げますと、あくまでもこれは件数でご

報告させていただきたいと思いますが、１位

が「こんたのソバスチャン」という奴そばと

頭脳そばを組み合わせたそばが2,600件ほど

ございます。２位が「旬のフルーツ定期便」

ということで、年間８回、サクランボ、ブド

ウ、桃、メロンといったものの定期便です、

こちらが2,400件。あとは湯煎で温めるだけ

の牛肉ハンバーグということで、これが大体

2,000件というような状況でございます。 

   90ページ、91ページの７款１項３目観光費、

観光協会補助金、それから関連しまして紅花

資料館指定管理料でございます。 

   河北町観光協会は、一般社団法人として法

人化されまして、現在運営をしておるわけで

すが、協会としての役割、位置づけというこ

とで、町内の観光を運営していく、担ってい

く組織と認識しております。もちろん紅花資

料館を起点として、町内の大きな祭り、谷地

どんが祭り、谷地ひなまつりの運営、それか

らもちろん今後増えてくるであろうインバウ

ンドの対応、そういったものを担っていく組

織だと認識しております。 

   また、資料館でのベニバナに関する事業と

かネーミングについては検討していない状況

ではございますが、紅花資料館を見てみます

と、なかなかリピーターというのが難しい資

料館ということもございまして、企画展、そ

れからいろいろなイベントを開催して行って

おるところであります。どうしてもイベント

的になりますと非常に大きい客がご来館され

るということで、イベントを中心に、まずは

町内の方をはじめとして、紅花資料館を１回

見ていただくということで、そういった戦略

で、入館を無料にして、紅花資料館というの

はこういった資料があるということをまず町

内の方に見ていただくということと、あと今

年に関してですが、県内の小学生の修学旅行

が非常に多くいらしていただいています。昨

年末に県内の小学校約400校にダイレクトで

ご案内を差し上げたところです。そういった

影響もございまして、相当数が修学旅行に見

えられたということもございます。 

   そういったことも踏まえますと、県内の小

学校に関しても、紅花資料館というのはどう

いうものだということをぜひ見ていただいて、

県内にはこういったベニバナ、山形県の花、

ベニバナとして、河北町にはこういったベニ
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バナに関する資料館があるということをまず

小さいお子さんにも見ていただいて、将来、

県外に行かれても、山形にはこういったもの

があるんだよというところを根づかせていき

たいというところも一つの戦略として考えた

ところであります。 

○石垣委員長 「須藤都市整備課長」 

○須藤都市整備課長 98、99ページ、道路除雪費

の機械器具費です。今回3,561万8,000円を計

上させていただきました。この内訳ですけれ

ども、町所有のモーターグレーターですけれ

ども、平成６年に購入した部分が老朽化が進

んでいるということで、かなり故障もあり、

あるいは部品なども供給体制が厳しくなって

いるということもありまして、今回新たに既

存のものの更新ということで購入させていた

だくものでございます。 

   あとは今後の除雪機械の目指すところはど

こなのかということですけれども、今現在、

令和４年度の道路除雪計画の中で、今年度の

車道除雪に関しましては全体で26台の車両、

そのうち町が保有する部分は全体で８台とい

うことになっています。町の所有する除雪機

械、民間で所有する除雪機械などを併せて今

やっているところですけれども、できるだけ

地域にいらっしゃる業者の方々のご協力をい

ただきながら、その辺の連携を図りながら進

められるようにということで、全ての除雪機

械を町のものにするという考え方はないとい

うことでご理解いただきたいと思います。 

   あわせて、予算書106、107ページ、定住促

進住宅に関してですけれども、今、10番委員

から、若者を取り込むような仕掛けの中での

新たな展開もということでお話をいただいた

ところでございます。 

   ご承知のとおり、今、サンコーポラス河北

につきましては入居率も大分落ちていると。

具体的には直近で70％前後ということになっ

ておりまして、なぜなのかというと、やはり

古い建物であるという部分の中で、なかなか

若者の方が、内装とか設備とかそういった部

分、今の民間のアパートと乖離ある中で、な

かなか、料金云々よりもまず中身の問題とい

う部分でなかなか人気が離れていっている状

況もあるのかなと考えているところです。

我々としても、できるだけ入居率の向上、若

者の定着をさせるという中で、何らかの形で

入居率を上げる仕掛けづくりという部分は考

えなきゃいけないと思っています。 

   あわせて、若者の定住もなんですけれども、

特に民間、町内にあります民間企業の海外か

らの就労者の住む場所というニーズもいろい

ろ今あるところでございます。その辺を含め

て、今の定住促進住宅の入居条件とかいろい

ろな部分の中で、制約がある中で、今後でき

るだけスピーディーな中でそういった若者を

入り込むような仕掛けづくり、あるいは海外

からの就労者も取り込めるような、当然今入

居されている既存の方々とお話合いなども進

めながら、その辺、条件整備を進めながら、

できるだけスピード感をもってその辺の整備

も図りたいなということで今考えているとこ

ろです。 

○石垣委員長 「森谷町長」 

○森谷町長 新庁舎をベースとした町なかのにぎ

わいづくりでの仕掛けというご質問でござい

ます。 

   新庁舎、私が就任して、建設事業、本格的

な事業着手を進めて、４年でようやくこの３

月で完成するということになります。 

   施政方針の中でも申し上げましたけれども、

町民の方々への利便性のアップというのが一

番大きな取組ではありますけれども、もう一

つは、新庁舎の整備を起点とした、起爆剤と

した町なかのにぎわいづくり、これにつなげ

ていくんだということが大きな約40億円かけ
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た大事業でございます。これをサービスだけ

でなくて、町なかのにぎわいづくりに向けた

仕掛けをしっかり進めていくというのはこれ

から大きなポイントになるかなと。 

   その中で、１つは、この新庁舎、児童動物

園、歴史的なものとして谷地八幡宮、そして

ひなまつり、どんが祭りの中心にもなるこの

エリア、これが一つ大きなポイントになると

思っています。 

   あともう一つは、その延長でありますけれ

ども、どんがホールをもっともっと交流の起

点となるような施設として、さらに中身の仕

掛けあるいは施設サービスの中身も含めてブ

ラッシュアップしていく必要があるだろうと

思っています。 

   あともう一つが中央公園であります。そう

いった意味で、中央公園も、なかなか目に見

えないかとは思いますけれども、樹木の管理

も含めて、遊具の整備も含めて手を入れてい

るつもりであります。予算としては目立ちま

せんけれども、担当、都市計画サイドにも、

いもこ列車の運行も含めてですけれども、中

央公園をもっともっと町内外の人に、とりわ

け子育て世代、あるいは年配者の健康づくり、

そういった意味でも活用できる公園づくりと

いうことで、手を加えながら充実していく必

要があると、魅力づくりを進めていく必要が

あると思っています。 

   町が直接予算措置として、新庁舎を起点と

したにぎわいづくりに向けたものとしては、

まずは大きな仕事としては動物園のリノベー

ションになります。ただ、それに終わること

なく、新庁舎を含めた、どこからという起点

は別として、役場前の通り、どんがホールの

交差する、旧にぎわった大町通りというんで

すか、朝日川酒造さんの通りですね、そこの

空き店舗の活用、どんがホールに加えて空き

店舗の活用なんかも含めたいろいろな仕掛け

が出てくればいいなと。 

   あともう一つは、そういった意味で言うと、

役場として、町として直接的にここに投資し

ていく、直接町が投資していくという部分も

ありますけれども、基本的にはそこの運営も

含めて、民間の活力をいかにここに目を向け

て、新庁舎も新しくなった、にぎわいづくり

で我々も動いていこうと、兆しは出ている、

あると思っています。 

   １つは中央公園、今年の春も予定されてい

ますけれども、地域創造青年会議で夜間の中

央公園の夜桜のライトアップ、さらには単に

ライトアップだけではなくて、そこにイベン

ト的なものも、夜、にぎわいづくりに向けた

仕掛けをしていこうという動きもあります。 

   いわゆる河北町の売りというのは、私は歴

史と文化、そして先ほどの細矢委員の質問に

もありましたけれども、食、農商工観光連携

の中でも、商品開発的なアプローチと、もう

一つはツーリズムのアプローチ、２つの方向

性が今検討として進んでいます。そういった

意味で、商品開発づくりもそうですけれども、

ツーリズムに向けて、多彩な食、そしてツー

リズム、食のツーリズムといいますか、それ

と結びつけた形で考えられると思っています

し、そういった意味で、紅花資料館の文化歴

史的なもの、そして食、そして中心部の生活

に息づいている文化、そういったものをトー

タルのものとして、先ほどご質問ありました

けれども、紅花資料館の活用も含めて、いか

に資料館としての価値を高めていくか、学芸

員の配置も行いましたけれども、そこをしっ

かりやっていく必要があると思っています。 

   いずれにしましても、町としてどういう形

で庁舎を起爆剤としたにぎわいづくりに向け

て仕掛けていくか、そして若者を中心とした、

若者に限りませんけれども、にぎわいづくり

につながる方向で自分たちがやってみたい活
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動をいかに仕掛けていくか、その動きをしっ

かりバックアップしていきたいなと。 

   あともう一つ、ふるさと返礼品も含めてで

すけれども、河北町に来てもらうための仕掛

け、寄附金を、いかにいっぱい河北町を応援

していただくかということもありますけれど

も、非常に大きな市場でありますので、そこ

に先ほどフルーツの定期便的なもの、非常に

河北町の食は多彩です。質も高いです。それ

をいかに発信するか、情報発信、イベントも

ありますけれども、ふるさと返礼品の中で、

そこから、額としては少ないかもしれません

けれども、実際来て食べようよというところ

につながる発信力も私はふるさと納税の取組

として考えていく必要があると思っています。 

   そういった意味で、外に発信して、本場の

物を、文化も暮らしも食もこの地で味わいた

い、そこの流れというものをぜひ河北町全域

に進めていきたいと。肉そばなんかはいい事

例だと思います。それがほかのいろいろなも

のに波及する形のものを追求していきたいな

と思っています。 

○石垣委員長 「10番木村章一委員」 

○木村委員 いっぱい項目があったんですけれど

も、町長から今お答えいただいたことについ

て、私も、新庁舎を別なところに置くとそこ

に新たにまちづくりが起こって、だから別の

ところに移したほうがいいんだという議論も

あった中で河北町はここを選んだわけですね。

選んだだけで、それを積極的に生かしていこ

うというアプローチが今のところないのでは

ないか、ここは町長が意図的にリーダーシッ

プを発揮していく部分じゃないかなと。 

   例えば、町長の今の話にあったように、空

き店舗を活用するとか、空き地も出始めて、

そこをうまく生かしていくような施策をして

誘導していくとかということもありますし、

肉そば店なんかは土日、休日は行列ができる

と。地域おこしの一つ、大成功しているわけ

ですよ。お客さんがどんどん来ると。それを

うまく地域にもつないでいくとか、何かそう

いったところは町長のリーダーシップでうま

くつないで、新庁舎をここに設置して大正解

だったというように、ぜひリーダーシップを

発揮していただきたいんですけれども、町長、

もう一度、どうなんでしょうか。 

○石垣委員長 「森谷町長」 

○森谷町長 これは一般質問でのやりとりを引用

させていただいて申し訳ありませんけれども、

丹野委員から話があった本屋さん、いわゆる

河北町は、時間を、肉そばにしてもおいしい

ものがいっぱいあるし、でも時間を過ごすと

ころがなかなかないよねと。あとインバウン

ドということを想定すれば、ある程度の人数

がある予約、そういったことがあるよねとい

うことがあるわけですけれども、先ほど、私、

若い人を中心に町で事を起こしたい、そして

人を呼び込みたい、自分たちのやりたいこと

を何とかやれる町にしたいという思いもある

と思いますけれども、そこのエネルギーを私

は大事にしたい。 

   仕掛けは、いろいろなアイデアは出てきま

すけれども、町がどういう関わりで、私がリ

ーダーシップを執らなきゃならんのです。な

らんのですけれども、そのリーダーシップが

予算的な措置なのか、民間の人のいろいろな

動きを側面的に押し上げる、そこに対する政

策的なものなのか。いずれにしても、継続的

に進んでいくためには、ある程度エネルギー

もお金も費やし続けなければならない仕掛け

だとなかなか長続きしない、そう思います。

自分たちがやったという熱意が、達成感につ

ながり、そして一定程度のお金を、ためる必

要はないんですけれども、次の仕掛けにまた

お金が続いていく、それによってまちづくり

は持続するんだと思います。 
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   したがって、町長のリーダーシップという

ことでは、そういった河北町は非常に民力の

高い地域だと、人も、ものづくりも、生産も。

そこを最大限活用した事業の手法、町として

のそこの政策的なスキーム、そういったもの

がどういうことかと。時間はスピード感を持

ってということになるんでしょうけれども、

持続性ということを考えると仕掛けというの

は非常に大事だなと思っています。以上です。 

○石垣委員長 「10番木村章一委員」 

○木村委員 終わります。 

○石垣委員長 以上で、10番木村章一委員の質疑

を終わります。 

   ここで、10時25分まで休憩とします。 

     休 憩  午前１０時０９分 

     再 開  午前１０時２１分 

○石垣委員長 休憩を解いて再開します。 

   委員長から申し上げます。 

   先ほどの12番細矢誓子委員の質疑に対する

答弁の中で、訂正したい旨の申出があります

ので、これを許可します。 

   「宇野農林振興課長」 

○宇野農林振興課長併農業委員会事務局長 大変

失礼いたしました。 

   先ほど、86、87ページ、６款２項１目、森

林環境譲与税事業費の中のモデル地区森林管

理実施計画策定業務委託料の質疑の中で、木

材関係を広める木工クラフトの事業について、

財源を「森林環境譲与税」と申しましたけれ

ども、財源につきましては県の「やまがた緑

環境税」を財源としておりますので、訂正さ

せていただきます。大変失礼いたしました。 

○石垣委員長 ５款から８款までの質疑を続けま

す。 

   「９番丹野貞子委員」 

○丹野委員 私からは３点お願いいたします。 

   １点目は、78、79ページ、６款１項１目農

業委員会費の河北町農地リフレッシュアンド

アクション事業費の補助金の内容についてお

伺いいたします。 

   ２点目は、80、81ページ、6款１項３目、

地域計画策定推進環境対策事業費です。人・

農地プランが地域計画として法定化されて、

法施行後の令和６年度までに策定ということ

で、１番委員が一般質問して、これはすごく

大事で、いい質問だなと思っていまして、こ

のことについてまたお聞きしたいと思います。 

   ３点目が、98、99ページ、８款２項２目道

路維持費です。街路樹管理業務委託料でしょ

うか、溝延橋左岸の町道ですけれども、また

春になると桜並木に立派な桜が咲くと思いま

す。令和４年度に、三泉橋から溝延橋の交通

安全対策について、看板を設置していただき

ました。寒河江市の地域の方ともいろいろと

交渉していただいたということで、実行して

いただいてよかったなと思うんですけれども、

まだ周知徹底がならないようで、なかなか危

ない場面があったと私も思っていますし、そ

こを通りかかった人からもお聞きをしました。 

   それで、この予算の中に、今年、令和５年

度の看板の予算は入っているのかどうか、検

討されたのか、どのようにお考えなのかをお

聞きしたいと思います。 

   以上３点お願いいたします。 

○石垣委員長 「宇野農林振興課長」 

○宇野農林振興課長併農業委員会事務局長 お答

え申し上げます。 

   １点目でございますけれども、78、79ペー

ジ、６款１項１目、農業委員会費の中の河北

町農地リフレッシュアンドアクション事業費

補助金でございます。こちらにつきましては、

今年度まで河北町人・農地リニューアル事業

とした事業名の名称変更でございます。 

   事業内容につきましては、新たに就農する

方と認定新規就農者等が農地を再構築する際

に、貸し借り等によって再生された農地を５
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年以上耕作する場合に、開墾する、いわゆる

新しくするための費用10アール当たり５万円、

２分の１上限ですけれども、それを補助する

というものでございます。 

   なかなか農地を引き受けてもらえるところ、

荒廃した農地でありますので、難しい面はあ

りますけれども、これを進めることによって

耕作放棄地対策の一つとして考えている事業

でございます。令和４年度におきましては１

件ほどございました。 

   もう１点は、80ページ、６款１項３目であ

ります。農地計画についてでございます。農

地計画につきましては、これまでも人・農地

プランということで、担い手への集積という

ものを図ってきたところでありますけれども、

農業経営基盤強化促進法が改正されまして、

地域計画というものが市町村において計画を

位置づけられたため、策定をしていく必要が

あり、令和５年、令和６年度の２か年で地域

計画を策定することとしておるものでござい

ます。 

   今までの人・農地プランとしましては、西

里、溝延、谷地、北谷地の４つの地区にそれ

ぞれでの人・農地プランを策定しておったと

ころでございます。その中では、農業委員会、

農業協同組合、土地改良区、あるいは地域の

方々などが入って話合いを進め、担い手農家

を決めてそこに集積していくということが話

し合われて策定されているところであります

けれども、地域計画におきましても同様に地

域での話合いをしながら取りまとめていきた

いという考えであります。 

   そのために、令和５年度において予算措置

としましては、意向調査をしていきたいとい

うことで、そういった費用、あるいは下半期

になろうかと思いますけれども、集落での座

談会なども入っていく必要があると思われま

すので、職員の時間外等々の費用ということ

で予算化をさせていただいているものでござ

います。 

   これらにつきましては、これまでのいわゆ

る中心的な担い手だけではなくて、半農半Ｘ、

兼業農家の方も大事な担い手でございますの

で、そちらの方も含めて計画に位置づけて、

地域全体で５年後あるいは10年後の農地の在

り方というものをどうしていくかというもの

をある程度ベースをつくっていくという形に

なろうかなと思っております。 

   あわせて、農業委員会でもそれを具体的に

地図に落としていく目標地図というものも策

定、これは農業委員会で策定していくと、連

動して策定していくとなってございますので、

併せて農業委員会にも同様の予算化をさせて

いただいているところでございます。令和６

年度末までに地域計画等を策定してまいりた

いという考えでございます。 

   以上でございます。 

○石垣委員長 「須藤都市整備課長」 

○須藤都市整備課長 98、99ページ、８款２項２

目道路維持費の中の街路樹管理業務委託料関

連ですけれども、具体的には桜堤、溝延地区

ということでございます。 

   溝延の桜堤につきましては、これまで桜祭

り・楽しく歩こう会の実行委員会のご尽力な

どもいただきながら、例年、桜の観光名所と

いうことで定着していると考えておりまして、

町内外から大勢の方が見えられていると承知

しております。 

   そうした中で、かなり往来も、近年のコロ

ナ禍の影響もあった中で、近場での観光とい

うことで大勢の方がいらっしゃる中でありま

して、そういった中でかなり交通の安全確保

という観点から、以前より９番委員のご指摘

などもいただきまして、行政界をまたぐとい

うこともありまして、これまでも寒河江市と

具体的に調整を図りながら令和４年度のシー
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ズンに合わせて、社会実験的な取組の中であ

りましたけれども、誘導看板等で往来する車

の規制を和らげていると考えていたところで

ございます。 

   令和４年度の取組は社会実験ということも

ありまして、なかなか立派な看板にはならず

に、もう少し体裁の整ったものでというご指

摘などもいただいたわけですけれども、今回、

令和５年度の予算を待たずして、何とか、寒

河江市も河北町に合わせて作るので、現年の

令和４年度の予算の中で新調した看板を令和

５年度のシーズンに向けてということで今作

製中でございまして、そうした中で４月の開

花時期に合わせていきたいと考えております。 

   以上です。 

○石垣委員長 「９番丹野貞子委員」 

○丹野委員 それでは、１点目からお願いいたし

ます。 

   担い手、一般質問もしたんですけれども、

サクランボとかそういうもの、果樹を作って

いた方が高齢化して、たくさん広くやってい

てもいつかはできなくなるときが来るという

ことで、それをどなたに相談したらいいのか

ということで、農業委員会ということになろ

うかとは思うんですけれども、なかなかつな

ぎといいますか、本当に農家をやりたいなと

か思っていても、場所とか条件もあるとは思

うんですけれども、せっかくサクランボとか

桃とか果樹ですね、そういうものが大変なの

かなと思うんですけれども、できなくなった

と切ってしまうと耕作放棄地が増えてしまっ

て、本当に危惧しているというか、そういう

状態で、特に私は溝延に住んでいますので、

令和２年度に水害が起きて、ずっと水浸しに

なって、それから今度築堤計画などの話にな

ってから、何か随分サクランボというか、果

樹の木が駄目になったのか、それとも高齢化

なのか分からないんですけれども、畑に行く

と随分からんとしてしまって、どうするんだ

ろうなと思っていて、それは、あれですね、

今計画している地域計画というものになると

思うんですけれども、多分耕作している方は、

続けてほしい、誰かにやってほしいという思

いがある方がいるのではないかというところ

で、河北町のふるさと納税なんかでも使って

いる、そういう返礼品にも関わるのではない

かなと思いまして、ここら辺どのように対策

というか、考えているのか。昨年は１件、新

しく就農というか、貸し借りがあったという

ことなんですけれども、これとは違うのかも

しれないんですけれども、そういうふうに引

き継いでもらうといいなと思うんですが、ど

ういうふうにこれから進めていくのか。 

   それから、地域計画なんですけれども、地

図に、そういう悩み、今でも田んぼや畑を貸

している農家がいっぱいいて、そういう中で、

子供もこっちにいないとかとなると本当に不

安な方がいっぱいいるかと思うんですね。水

害があったときの説明会などにもいっぱい人

が来ましたけれども、そういう意向調査、そ

れから地域計画で地域住民の話を聞くなんて

いうと皆さんは水害以上に興味を持って、関

心事ですので、集まるのではないかなと思い

ますので、丁寧に話を聞いて、ぜひこれから

の農業の在り方、これからの農地の集約の進

め方とかというものをぜひやっていただくと

いうのはこれからの重点課題だと思っており

ますので、担当課でもそのように思っている

かと思うんですけれども、そこら辺の担当課

でのご意見といいますか、思いですね、現状

をお聞きしたいと思います。 

   それから、桜堤の看板ですけれども、令和

５年度ではなく、令和４年度の予算でやって

くださったということで、大変喜んでいると

ころですけれども、道路の維持費なんですけ

れども、必要性というのは、今回の議会定例
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会で一般質問しているときに、傍聴された方

から「丹野さん」と直接声をかけられて、あ

そこの道路から下に下りていくところがある

んですけれども、すごい急なんですけれども、

そうしたら何か上がってくるのと下がってい

くのが一緒になって、すごい何か事故になり

そうで、下がっていく人が慌てて左にハンド

ルを切ったら車がひっくり返りそうになって、

みんなで上げたんだと、それを言ってくださ

いと言われたので、桜が咲いているときの交

通安全対策というのは、事故にならないよう

な維持管理というものが必要だなと改めて思

ったところで、町でも先んじて寒河江市と一

緒に対策して看板設置という予定だそうです

ので安心しましたけれども、その看板という

のは、昨年は社会実験ということで、私も見

たんですけれども、何か風が吹くと吹っ飛ば

されたりして、転んだりしたので、私も行っ

て石をしたりして重しをしたりしたんですけ

れども、今年はもっと大きくて、何か所ぐら

いにするのか、具体的な設置場所と大きさと

か、そういうのをお聞きしたいと思います。 

○石垣委員長 「宇野農林振興課長」 

○宇野農林振興課長併農業委員会事務局長 お答

え申し上げます。 

   初めに、河北町農地リフレッシュアンドア

クション事業費補助金についてであります。

こちらにつきましてはあくまでも荒廃農地の

再生というところであります。再生作業にお

きましては、樹木の伐採あるいは根っこの抜

根等々障害物の状況、あるいは深く耕して土

壌改良を行う必要があると思われます。大変

な労力がかかるものと思われます。こちらに

支援をしていきたいという趣旨でございます。 

   委員おっしゃいますとおり、果樹などでは

高齢化しておりまして、少なからず切ってし

まったとか、できなくなった、放置されてい

るというところが目につくというところでご

ざいます。今後も、現在の農業者の年齢構成

を見ますと、ますます高齢化していく、機械

化ならない果樹作業については大変な課題が

あるなと感じているところでございます。そ

ういったところを少しでも荒廃農地をなくす

ための事業ということでございます。 

   これに関しましては、次の地域計画の策定

にも関わってまいりますけれども、これまで

人・農地プランで集積・集約というものがあ

る程度なってきたと感じております。一定程

度の人のところに集積、土地が集まってきつ

つあるなと感じております。ただ、どの程度

まで集約すればいいのかなと、１人の人が、

同じ、つながっているところですね、こうい

ったところも課題かなと、あまり広過ぎても

今度逆に営農しにくいなんていう話もお聞き

しますので、ここら辺は話合いをすべきかな

と思っています。 

   田んぼ、平場につきましては集積が進んで

いるわけですけれども、他方、樹園地等につ

きましては、先ほど申し上げましたとおり人

手がかかるという観点から、なかなか進まな

いというか、担い手も不足しているのかなと

感じているところであります。そういったと

ころの意向調査、今後どうしていくんだと。

畑に関しては非常に筆が細かくございます。

そこら辺の集積、あるいは合筆とか、そこら

辺、基盤整備とかそういったものができるの

か、可能かという課題も出てくるのではない

かなと思っています。特に樹園地を私個人的

には重視しておりまして、そこを危惧してい

るところであります。 

   地域計画策定の中で、皆さんのお話を聞き

ながら、どういった、地域ごとに課題がそれ

ぞれ多少違ってきていると思いますので、そ

こら辺も取り上げながら、それぞれに合った

地域計画の策定ができればと考えているとこ

ろでございます。 
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○石垣委員長 「須藤都市整備課長」 

○須藤都市整備課長 看板についてのご質問でご

ざいます。 

   溝延の桜堤の河川占用している町道につき

ましては、なかなか道路幅も大きくなく、狭

い状況もある中で往来があるということで、

スピードを出している車はないにしても、ど

うしても狭い状況下で転落する危険があると

いうご指摘がありました。その辺につきまし

ては、道路管理者のみならず、交通安全対策

も絡めながら連携を図りながら、その辺、マ

ナーの徹底と併せてその辺の安全対策の強化

など町からもお願いしていきたいと考えてお

ります。 

   あわせて、具体的な数量とか大きさにつき

ましては、昨年度、寒河江市側へ２基、河北

町に３基、合わせて５基でした。 

   今回、しつらえているのは５基、同じ数で

ありまして、その看板も今回は白地のしっか

りとした板の中に文字を大きく分かりやすく、

３色で色分けしながら、ドライバーの方にも

しっかりと目に留めていただけるような形で

作っているところです。大きさですけれども、

縦が130、１メートル30、横が60センチとい

うことで、併せて風などにも転落しないよう

な形でしっかりと地面に固定して、重しもか

けられるような、そういった仕掛けで今回や

ろうということで進めています。以上です。 

○石垣委員長 「９番丹野貞子委員」 

○丹野委員 リニューアル事業と、それから地域

計画、一緒になるのかなと思うんですけれど

も、本当に課題山積だなと思いますので、ぜ

ひこれは重要課題、喫緊の重要課題だなと思

っていて、担当課は大変でしょうけれども、

ぜひ進めていただきたいと思います。 

   先ほどお答えの中で、樹園地などの木を切

ったときに、それを片づけたりするのにお金

がかかるから補助するというお答えでしたけ

れども、それは貸した方、それとも借りた方

への補助、どっち側の補助になるんでしょう

か、お願いしておきます。 

   それから、看板は分かりました。本当に進

めていただいていたことに感謝を申し上げま

す。130と60と結構大きめで、目立つなとイ

メージしていまして、昨年よりもっともっと

しっかりと皆さん見てくださって、守ってく

ださるといいなと思っております。感謝とい

いますか、それを申し上げたいと思います。

ありがとうございます。 

   では１点、お願いいたします。 

○石垣委員長 「宇野農林振興課長」 

○宇野農林振興課長併農業委員会事務局長 お答

え申し上げます。 

   農地リフレッシュアンドアクション事業費

補助金でありますけれども、補助対象者はあ

くまでも借りた方、そこで営農しようという

方に対して、その人がしたものについてとい

うことになります。 

○石垣委員長 「９番丹野貞子委員」 

○丹野委員 借りた方ということで、分かりまし

た。切らない、維持ですね、しっかりと物が

生産されるといいなと、場所によりますけれ

ども、農業がどんどんつながっていけばいい

なと思っておりますので、よろしくお願いい

たします。以上、終わります。 

○石垣委員長 以上で、９番丹野貞子委員の質疑

を終わります。 

   以上で５款から８款までの質疑を終結しま

す。 

   次に、９款から14款までの質疑の通告を求

めます。 

   （１番、２番、４番、５番、６番、８番、

９番、10番、12番の通告あり） 

   確認します。１番、２番、４番、５番、６

番、８番、９番、10番、12番。落ちありませ

んか。 
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   （「なし」の声あり） 

   最初に、「12番細矢誓子委員」 

○細矢委員 それでは、私から３点ほどお聞きい

たします。 

   最初に、111ページ、９款１項５目地域防

災費、災害対応力強化訓練委託料42万9,000

円ともう一つ、同じ項目ですので、危険空き

家等応急対策業務委託料50万円、新規事業で

ございます。 

   まず災害対応力強化訓練委託料の質問の中

身は、この事業内容と委託先はどのようなも

のかということと、危険空き家等応急対策業

務委託料、この対象の基準、事業内容を見ま

すと、強風等により周囲に損害を与える危険

のある空き家に対して応急措置を行う事業と

なっておりますけれども、その対象となる家

屋のどの程度のものがこれに当たるのかとい

うのをお尋ねいたします。 

   あともう１点、137ページ、13款１項13目

交通安全対策費、後づけ安全運転支援装置促

進事業費補助金60万円、これは私が二度ほど

一般質問で訴えてきたことでございました。

ようやく実現されたということで、大変うれ

しく思っております。 

   これに対して、これはペダル踏み違え事故

等のため、装置取付費の２分の１を補助する

と言われております。その対象者を何人と考

えていらっしゃるのか、まずそこからお尋ね

いたします。 

○石垣委員長 「真木総務課主幹」 

○真木総務課主幹 お答え申し上げたいと思いま

す。 

   まず１点、110、111ページ、９款１項５目

地域防災費でございます。 

   ２点ご質問いただきましたが、地域対応力

強化訓練につきまして、委託相手とその内容

ということでございますが、これは継続事業

となっておりまして、委託相手は県の防災ア

ドバイザーの資格を持っておられる方に委託

をする計画で、来年度、令和５年度も予定を

しているところでございます。 

   内容としましては、令和３年度、令和４年

度と続けてまいりましたように、災害対策本

部の運営訓練でありましたり、避難所の運営

訓練だったりというものを継続して行ってま

いりたいと考えております。 

   特に、令和５年度、同じ方に委託する中で

も新規で考えておりますのが、採用10年目以

下の職員を対象とした参集訓練というものも

実施してみたいと考えているところでござい

ます。 

   同じ目で危険空き家等応急対策業務でござ

いますが、条例の中で応急処置の仕方につき

ましては規定が載っております。具体的にこ

ういう状況になったらということはなかなか

数字とかで表せるものではないんですが、例

えば強風でトタン屋根が吹き飛びそうだとか、

そういう状況になれば当然応急処置の手当て

が必要になってくるという場面が出てくるこ

とが想定されます。これも条例の中で規定さ

れているんですけれども、必要に応じて空き

家等対策協議会にお諮り申し上げて意見を伺

うということも可能ですので、そうした中で

実際に必要に応じて予算執行させていただき

たいと考えているところであります。 

   136、137ページの後づけ安全運転支援装置

設置促進事業ですけれども、対象となるのが

65歳以上の方ということで想定しております。

補助の仕組みとして２通り考えておりまして、

同じ装置でも障害物検知機能つきの場合とそ

れがつかない場合の２種類ございますので、

その中で補助対象、障害物検知機能つきの装

置をつけられる方を10名、障害物検知器なし

の装置をつけられる方は５名ということで、

予算編成上は15名の方々という想定で予算化

をさせていただいているところでございます。 
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   以上です。 

○石垣委員長 「12番細矢誓子委員」 

○細矢委員 ありがとうございました。 

   災害対応力強化訓練、これは継続事業とい

うことで、様々な災害に対しての訓練という

ことで、とても重要なことだなと思っており

ますけれども、先ほど説明の中で、採用10年

目の人たちに対しての訓練ということを言わ

れたと思いますけれども、これは採用10年目

の人たちというのはどういう理由でなされて

いるのか。まずそこをお聞きしておきます。 

   それから、先ほどの空き家のあれですけれ

ども、強風等によって例えばトタンが剝がれ

た云々とありましたけれども、既に塀が崩壊

になっていて、それは風が吹かなくても倒れ

るおそれがある云々というものに対しての措

置なんかもこれに対応できるのでしょうか。

そこもお尋ねをいたします。 

   それから、交通安全対策費ですけれども、

65歳以上の方、高齢者に対する踏み違え防止

のための装置ということで活用されているの

だと思いますけれども、この器具の指定云々

というのはございますでしょうか、まずそれ

をお尋ねします。 

○石垣委員長 「真木総務課主幹」 

○真木総務課主幹 お答え申し上げます。 

   最初に、地域防災費で訓練の委託、「10年

目」と私は申し上げたかもしれませんが、

「10年目まで」ということで、もう少し幅広

い、いわゆる若手職員ということで想定をし

ております。 

   これまでの過去２年の訓練ですと、町長を

はじめとする対策本部会議そのものを構成す

る特別職、管理職であったりあるいは課長補

佐、係長クラスだったりという職員が訓練に

参加するケースが多かったんですけれども、

災害対応となれば当然全職員が出て、全庁を

挙げての対応が必要になりますので、そうい

った意味で若手職員の皆様にも認識を持って

いただきたいと、持っているとは思うんです

が、なお訓練を重ねていただくという意味で

の考え、計画でございます。 

   空き家の応急処置、手当ということですけ

れども、確かにおっしゃるように、風が吹か

なくても壁が崩壊しそうなというところであ

りますが、そこも当然応急処置の対象となり

得るとは思うんですけれども、そもそも応急

処置で収まる程度ではありませんので、かね

てからいろいろな場所で申し上げております

ように、既にそういう家屋につきましては特

定空き家等という判断になっている家屋だと

思いますし、所有者が分かっていれば既に指

導済みの家屋であると思いますので、応急処

置では済まないレベルだということでの対応

をしていきたいと考えております。 

   交通安全対策費の後づけ装置の器具の種類

ということですけれども、いろいろな装置が

世の中に出ているようでありますが、こちら

の対象として考えておりますのは、国土交通

省におきまして認定をした後づけ装置という

ことで考えております。そこははっきりと要

綱の中に盛り込んで、町民の皆様にお伝えし

たいと考えております。数的にはおよそ20ぐ

らい種類としてはございます。以上です。 

○石垣委員長 「12番細矢誓子委員」 

○細矢委員 大変よく分かりました。 

   それでは、交通安全対策費ですけれども、

この活用、こういう制度ができましたという

周知の方法ですけれども、もちろん広報など

でお知らせすると思いますけれども、この言

葉自体を初めて聞いたという方が結構多いん

ですよね。知らないという方が多いので、ど

ういう方法でこれを進めていかれるのか、そ

の進め方をお尋ねいたします。 

○石垣委員長 「真木総務課主幹」 

○真木総務課主幹 交通安全対策費の後づけ安全
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運転支援装置の周知ということですけれども、

おっしゃるように、広報やホームページなど

でお伝えすることはもちろんなんですが、今

考えておりますのは取扱い事業者と連携を取

りまして、事業者からもこういう制度が河北

町にできたんだよということで宣伝していた

だくような手だても考えてまいりたいと考え

ています。 

   町内の業者にいろいろ伺いますと、実績が

ない業者も、あまり実績がないとお答えにな

る業者もいますので、町外の業者で取り付け

た場合でも助成可能という制度にしていきた

いと考えています。幅広く周知できればと今

のところ考えております。 

○石垣委員長 「12番細矢誓子委員」 

○細矢委員 これは本当に大切なことだと思うん

ですね。私は我が身だと思っていますので、

本当にこれはうれしくてしようがないんです

けれども、この周知の方法の一つとして、交

通安全教室みたいなところでも実際にこうい

うものだよということを例えばスライドとか

何かでお知らせするという方法もありますの

で、ぜひ普及活動を進めていただきたいと思

っております。これは本当に全国各地で多発

している事故でございますので、それに対し

て町で安全が担保された施策が今回展開され

るということに大変うれしく思っております

ので、よろしくお願いします。終わります。 

○石垣委員長 以上で、12番細矢誓子委員の質疑

を終わります。 

   次に、「10番木村章一委員」 

○木村委員 106ページ、９款１項１目、団長、

団員の報酬見直しについてですが、説明は既

にいただいておりますが、改めて、班長、団

員それぞれ幾らが幾らに変更になったか説明

を求めます。 

   それから、操法大会の見直しなども進めら

れるようですが、その辺も説明してください。 

   さらに、活動服なども更新されるようです

が、そこについてもどんな内容か説明を求め

ます。 

   108ページの地域防災費、質疑がありまし

たが、詳しい内容を、空き家対策、除却工事

というのはどんな内容を想定しているのか詳

しくイメージできるように説明してください。 

   それと老朽危険空き家についての補助金で

すね、80万円、これについても詳しく説明し

てください。 

   さらに、空き家ですけれども、管理されて

いる、しかし既に使えない家屋、早く解体し

て土地活用を進めるということも必要だと思

うんですが、こういった空き家については担

当はどうするのか。結構ほかの自治体ではこ

ういうことに対して早く解体して次のステー

ジといいますか、土地を活用なるようにする

という補助制度なんかもつくっているんです

が、これについてどんな検討をしてきたのか、

どこが担当になるのか、この担当でいいのか

お聞きしておきたいと思います。 

   134ページ、13款１項１目修繕料の28万円、

防犯灯が雷で壊れて修繕すると。町が管理し

ている防犯灯はこうなんですが、町内会でも

ＬＥＤ化したものが、通常の状況では壊れな

いんですが、雷で壊れる場合があるようです

けれども、こういったものに対して、例えば

総合交付金でなんていうことを防犯灯の修繕

と併せて検討したなんていうことはないのか

お聞きしておきます。 

   以上、お聞きします。 

○石垣委員長 「真木総務課主幹」 

○真木総務課主幹 106、107ページ、非常備消防

費の中での消防団の報酬についてのご質問を

いただきました。階級ごとに幾らが幾らにな

ったかということで申し上げたいと思います。 

   現状、一般団員が１万6,500円であるとこ

ろを３万6,500円、すぐ上の班長職が３万
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9,000円から４万5,000円、この２つの階級に

おきまして引上げということで考えていると

ころでございます。 

   操法大会に関しての報告といいますか、説

明でございますが、今年度、消防本部の西村

山協会の操法大会が開催されたわけでござい

ますが、コロナ禍もあって久しぶりの開催と

なった一方で、今年度をもって操法大会は廃

止するということが決定になりました。廃止

の理由としましては、特に出場する選手たち

にとってみれば、直前１か月もしくはそれ以

上、訓練を重ねることが大変困難だと、苦労

が多いと、負担が大きいということもござい

まして、これは西郡管内どこも共通の思いの

ようでありまして、今後、西村山としての操

法大会は行わないと、廃止が決定されたと経

過がございます。 

   ただ、一方で、予算のことで申し上げます

と、操法大会に出場する際に見込ませていた

だいた予算というのは今回廃止に伴って削減

しておりますが、一方で独自に消防団の中で

河北町消防団として練習する機会を設けなく

ちゃいけないということでの必要経費を見込

ませていただいたと、マイナスとプラスがあ

るという中での今回の予算ということになっ

ております。 

   実際に町独自の訓練の仕方としては、今後

詳しく検討ということになっていくかと思い

ますが、もともとある演習であったり総合防

災訓練であったりそういう機会を生かしまし

て、特に車両操作の訓練を行うという計画も

聞いておりますので、今後細かいことは消防

団と打ち合わせながら決めていくことになろ

うかと考えています。 

   活動服の更新ということで、消耗品費の一

部に組み込ませていただきました。もともと

消防団の服装には消防団員の服制基準、どう

いう服を着るかという衣服の基準というのが

決まっております。言葉でなかなか表現しづ

らいんですが、今の青い活動服に対しまして、

もともとベースは青なんですけれども、胸や

背中の部分であったり二の腕の辺りがオレン

ジ色にデザインされた、それが今のベースに

なりますので、このタイミングで全団員分を

更新させていただきたいという内容でござい

ます。 

   あとは、108、109ページの地域防災費であ

りますが、除却工事と老朽危険空き家、補助

金の違いということでのご質問かと思います。 

   まず除却工事を申し上げたいと思いますが、

除却工事の予算額は950万円とさせていただ

いております。このうち150万円につきまし

ては現に松橋西にある空き家に対する除却費

用でございます。こちらはもともと民地だっ

たわけですけれども、先般、町に寄附をいた

だいて、現在は町の財産となっているところ

でございます。状態として当然危険な空き家

がそこにある状態は変わりませんので、これ

を町で寄附を受けましたので、町が施工する

形で対処していくというものでございます。 

   あと残りの800万円につきましてですが、

こちらは国の補助事業の半額400万円を活用

いたしまして、町で400万円を出しまして、

800万円を出していわゆる行政代執行を行う

ということでございます。行政代執行であり

ますので、本来であれば所有者が行うべきと

ころを町が代わりに発注することになります

ので、予算化科目としては工事費に置かせて

いただいたというところでございます。 

   補助金に置いてあるところですけれども、

こちらにつきましては所有者からの申請に基

づいて補助するという形、所有者負担も出て

まいりますし、解体の工事の発注者は申請者、

所有者ということになり、その違いがござい

ます。所有者負担もあり、国からの負担がそ

れぞれあって対処するというところでの区別
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をよろしくお願い申し上げます。補助金のと

ころに計上している80万円はその件になりま

す。 

   空き家関連で管理されている空き家はどう

なっていくんだということでご質問を頂戴し

たかと思うんですが、そもそも委員がイメー

ジされている管理というのがどの程度かとい

うところなんですけれども、我々がいわゆる

空き家台帳を作成するに当たりましては、管

理されている物件は空き家とはみなしており

ません。ちょっと言葉のあやというか、解釈

が難しいところだとは思うんですけれども、

ただ、委員がおっしゃいたいのは、傷む前の

状態、まだ全然、利活用、リフォームできる

ような状態の空き家をどうするということで

はないですか。使えない空き家でも、国の補

助事業などを見ましても、我々が令和５年度

においてやろうとしていることは解体撤去で

ありますけれども、国の補助事業のメニュー

には空き家を生かしたままリフォームして再

生するというメニューもありますので、そう

した物件にもし該当する空き家が出てくれば、

そういった補助事業を活用することも将来的

には可能になってくるかと思います。ただ、

現時点ではあくまで危険な空き家を解体撤去

することを最優先で考えているというのが少

なくとも令和５年度の考え方です。 

   134ページからの防犯費、修繕料のところ

で防犯灯の修繕のことをご質問いただきまし

たけれども、総合交付金などの対象とするか

どうかの検討も含めて実施してまいります。 

   以上です。 

○石垣委員長 「10番木村章一委員」 

○木村委員 地域防災費の土木工事で、いよいよ

河北町もこういった空き家解体に踏み込んだ

ということであります。それで、私がここで

特に、ざっと説明していただきましたが、使

えないけれども管理はしている、危なくない

ようにしているけれども使えないと、ただ、

そこを解体して再利用するには、何ですかね、

ちょっと踏み切れないといいますか、そうい

うところを行政として後押しをして、そこを

解体して、早く別の形で新しい住宅を建てる

とか何か、宅地として売却するとか、何かそ

ういうふうに次に生かしていこうとするため

の後押しをするということになったときに、

この制度で危険というあれがついている空き

家じゃないところにも町として踏み込んでい

かなきゃいけないんじゃないか、そのときに

も同じ担当、空き家というくくりで、この担

当なのか、どこなのかと、そもそもそういう

担当がないのかどうか、その辺はこの予算を

組むときに検討したのかなということです。 

   それから、防犯灯の数が少ないわけで、全

体の町内会灯、部落灯といいますか、そうい

ったのと比べて、それも雷で壊れているので、

町内会灯も結構雷でやられたりしているとこ

ろがあると思うんですね。せっかく造ったば

かりで壊れたと。突然なので計画も立てられ

ないし、対応に苦慮しているなんていうこと

があると思うんですが、そういうのに対応す

るのにここのところには入っていないと思い

ます、防犯灯ですから。だけれども、ここを

検討するときに、そういう町内会灯も防犯の

役割を果たしますから、それをどうしようか

なんていうことを検討したんじゃないかなと、

総合交付金なんていう方法を考えてないのか

なということで、もう一度、お考えをお聞き

したい。もう一度聞きます。 

○石垣委員長 「真木総務課主幹」 

○真木総務課主幹 空き家対策の在り方というこ

とになろうかと思いますけれども、先ほど申

し上げたように、我々としましては令和５年

度におきまして、特に危険な状態、老朽化し

て危ない状態にある空き家の対策を急ぎたい

と、取り組んでいきたいと考えております。
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委員おっしゃるような言わばそこに至る前の

早い段階での対応ということにつきましても、

将来的には当然考えていかなければならない

テーマになってくるかと思いますが、現段階

では、二の次という表現は適切ではないかも

しれませんが、優先順位としては低いです。 

○石垣委員長 「森谷町長」 

○森谷町長 今般、来年度の空き家対策について、

ご説明申し上げているとおり、私も予算説明

で申し上げました。 

   危険、要するに今の状況、先送りできない、

そこに町として、基本的には管理者責任なん

ですけれども、昨年、条例も整備し、特定空

き家、危険家屋を特定させていただき、その

仕組みをつくったわけですから、そこに基づ

いて、そこの除却なり、あるいは管理者とし

て、管理する側として、除却するときの補助

制度も含めて来年度の予算に踏み切ったとい

うことでございます。 

   委員ご指摘の倒れるほどまではいってない

けれども、もはや家屋として、家として、住

宅として、なかなか買い手あるいは貸し手も

見つからないから、そこは見極めをつけて解

体に踏み切ると、管理者側として。そこに対

する後押しはないのかという視点、あともう

一つは、いやまだまだ使えるんだけれども、

それを、不動産の方々、いろいろ、宅地関係、

宅建、意見交換もしておりますけれども、マ

ッチングさせるときに、家財道具があるのと、

リフォームはなってなくても、端的に言えば

仏壇とかですね、要は所有者の名残のものが

あるのとないのとで、ある意味でいうと借り

たいあるいは購入したいという方々の見方と

いうのが違う。そこに対して、不動産という

か、住居に手を入れなくても、そこの家財の

ところにちょっと手を入れる後押し、そうい

った支援も考えられるのではないか、そんな

意見交換はさせていただいております。 

   ただ、基本的には、住宅を解体してその空

き地をどう活用していくか。町として、使え

る土地は別ですけれども、それは国の制度も

使えますので、町として税金を投入して活用

できる土地になるのであればまた違う視点の

制度もありますけれども、そうじゃなくて、

住居を解体して、あるいは空き家として出す、

そこに対してはやはり管理者の責任、あるい

は管理者の最終的にはそこは管理の中身です

から、そこに対する支援も政策としてはあり

得るという認識は持っておりますけれども、

そこに税金を投入して、税を投入して、管理

者と町との負担の在り方というものをどう整

理するかということも含めて、そこは引き続

きの検討、政策課題かなと考えております。 

   以上です。 

○石垣委員長 「鈴木まちづくり推進課主幹」 

○鈴木まちづくり推進課主幹 134ページ、13款

１項２目、交通安全対策事業費の中の修繕に

関してでございますけれども、防犯灯修繕に

関して、地域振興交付金でということでござ

いますけれども、これまで区長の皆さんから

アンケート等もいただいておりますが、防犯

灯に関してのご要望というのはいただいてい

ないところでございます。そのため、令和５

年度につきましては、防犯灯に関して地域振

興交付金の中でもメニューの中に計上してい

ないという状況でございます。 

○石垣委員長 「10番木村章一委員」 

○木村委員 空き家対策全般について、私の感じ

ているところでは、河北町はほかの自治体か

ら二歩ぐらい遅れていたんですね。それが今

回の解体除却とか老朽危険空き家対応という

ことで一歩は進んだと。もう一歩遅れている

部分というのは、既に使えない、空き家バン

クなどで活用できるところはそれはそれでや

るとして、そこにも入らない、解体しかない

けれども、自分でちゃんと管理して危なくは
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してないけれども使えないという空き家に対

して、背中を押して、それの解体を早くして、

早く別な形で活用して、固定資産税とか町民

税でお金が町として最終的に上がってくるよ

うな、そういった後押しをしていくというと

ころがもう一歩、河北町はまだ進んでないの

ではないか、その遅れているのをちゃんと認

識しているのか、そういった検討をしたかと

いうこともお聞きしたんですね。 

   あと雷対策については、区長との懇談など

の席でそういったことが寄せられたので、こ

こであえて申し上げましたが、ぜひ検討に入

れておいていただきたいと思います。 

   それで、それを進めるとしたら担当はどこ

になるのか。微妙なところなんですね。防犯、

防災という対応でないところが空き家の解体

の部分も担っていくとなると、どこも私のと

ころは担当じゃないとなるんですが、ほかか

ら、近隣の自治体からここの部分は遅れてい

るところが私はあると思います。そういう認

識を持って対応すべきじゃないかと思うんで

すが、いかがですか。 

○石垣委員長 「森谷町長」 

○森谷町長 来年度の予算ということと、空き家

対策の組織的な対応、どこが窓口かというこ

とだと思います。そこの点について、まず私

からトータルのサイドから申し上げます。個

別の施策については主幹から申し上げます。 

   この前、課制条例を通していただきました

けれども、あの中で防災危機管理課を設置い

たします。その課の主管業務の中に空き家対

策の総合的な対応、あと危険家屋に対するこ

とということで、課の所管として明記させて

いただきました。したがいまして、空き家対

策の中で活用と危険家屋のところの境目につ

いて取りこぼしが起こらないか、他の状況な

んかいろいろ目配せしながら、町として対応

する対応ということですが、そこは防災危機

管理課の所管として、トータルな空き家対策

については所管させていただきます。 

   その上で、利活用ですよね、移住定住も含

めて、あるいは十分使える家をいかに、ある

いは建物をいかに活用するか、そこはまちづ

くりとの関係において、住宅政策については

都市整備課あるいはまちづくり推進課の所管

がありますけれども、まちづくり推進課で対

応していくということでございます。 

   以上です。 

○石垣委員長 「真木総務課主幹」 

○真木総務課主幹 ただいまのご質問の中で、河

北町が二歩ぐらい遅れていたのが一歩は進ん

だと思うけれどもという言葉も頂戴いたしま

した。一歩は進んだんだということを励みに

させていただきたいと思います。 

   その上で、まだまだほかの市町村の背中を

見れば、全然遠いのも自覚しておりますので、

今後とも一つ一つやれることから頑張ってま

いりたいと考えてございます。 

   細かい話、町長からもありましたけれども、

危険な空き家対応と利活用できる空き家の対

応というのは非常にグレーなところもあるか

と思いますので、どこが担当かというのは今

この時点でお話しすることは難しいかと思っ

ています。窓口は防災危機管理課、新しくで

きる課ということになります。 

   以上です。 

○石垣委員長 「10番木村章一委員」 

○木村委員 以上で質疑を終わります。 

○石垣委員長 ここで暫時休憩します。 

     休 憩  午前１１時１９分 

     再 開  午前１１時２１分 

○石垣委員長 休憩を解いて再開します。 

   ここで、11時30分まで休憩とします。 

     休 憩  午前１１時２１分 

     再 開  午前１１時２８分 

○石垣委員長 休憩を解いて再開します。 
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   委員長から申し上げます。 

   ここで、昼食のため午後１時まで休憩とし

ます。 

     休 憩  午前１１時２８分 

     再 開  午後 １時００分 

○石垣委員長 休憩を解いて再開します。 

   ９款から14款までの質疑を続けます。 

   「９番丹野貞子委員」 

○丹野委員 私から３点お願いいたします。 

   １点目ですけれども、107ページ、９款１

項１目の非常備消防の話ですけれども、先ほ

ど10番委員で聞かれて分かったんですけれど

も、消防団の報酬が上がるということと、そ

れから活動服も更新になるということで、非

常に士気が高まるといいますか、すばらしい

予算だと思うんですけれども、この前、会っ

た方が「自分の通帳にお金が入っていて、す

ごい感動した」と、金額ではなく、多分今ま

では団に入っていたんですかね、それが自分

の通帳に何か２回にわたって入っていて、

「すごいうれしかったです」みたいな話も伺

って、「俄然やる気が出ました」みたいなこ

とだったので、この取組は非常にいいんだな

と思います。 

   女性消防団のお話が一般質問にもありまし

たけれども、女性消防団の位置づけといいま

すか、普通団員だと地区のところに入って何

分団とかというのがあったと思うんですけれ

ども、私が15年ぐらい前に消防団にいたとき

は女性が少なかったから別枠で活動していた

わけですけれども、今はどうなっていて、こ

れからどういう女性消防団の位置づけなのか

お聞きしたいと思います。あと女性消防団に

関する、何ですかね、やっていただきたいこ

となどもあるかと思います。 

   それから、活動服の更新ですけれども、こ

れも制服ですとスカート、女性消防団にもこ

の更新があるのかもお聞きしたいと思います。 

   それから、２点目は、115ページ、10款３

項１目、小中学校の部活動なんですけれども、

これから部活動の先生じゃなくて、違う方向

に変わるということなんですけれども、今は

どういう部活動があって、コロナで学校の状

況が、通信なんかはあるんですけれども、ど

ういう部活動といいますか、状況なのかとい

うことをお聞きして、これからも各学校でど

ういうふうに、多分少ない、野球チームを組

むとかサッカーチームとか、大きいチームを

組むには１つの学校ではできないということ

で、どういう部活というか、スポーツ活動し

ているのかなというのもお聞きしたいと思い

ます。今後もそれでいくのか。 

   それから、３点目は、128、129ページ、10

款５項２目スポーツ振興費、社会教育ですか、

それに伴って、各スポーツが大会に出て、激

励金が今まであったわけでしょうけれども、

全国大会に出場時は激励金を令和５年度は

5,000円から１万円に増額という予算が出て

いますけれども、どのような方が今まで、毎

年何人、優勝の具合にもよるでしょうけれど

も、どういう状況であったのか、これからも

その人たちにまた活躍していただきたいわけ

ですけれども、その状況もお聞きしたいと思

います。 

○石垣委員長 「真木総務課主幹」 

○真木総務課主幹 107、108ページ、９款１項１

目、非常備消防に関するご質問を頂戴いたし

ました。 

   自分の通帳に報酬が入っていて大変うれし

かったと、俄然やる気が出てきたというお言

葉を届けていただきまして、大変ありがとう

ございます。個人への振込に関しましては今

後とも継続してまいりたいと思います。 

   女性消防団に関するご質問をいただきまし

た。位置づけにつきましては、いわゆる第１

分団から第５分団まで、プラス自動車分団と
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いう各分団への配属にはなっておりませんで、

恐らく丹野委員が務めておられたことと同じ、

いわゆる別枠の位置づけということになって

おります。ふだんの活動としましては、予防

消防の広報活動もございますし、あとは先般

の一般質問でありましたように、今後女性消

防団を勧誘するという役割を全団員にもお願

いしたいと考えているところです。また、火

災のときにも場合によっては出動もいただく、

先ほどのただいま発生中の火災においても女

性消防団員が出ておりまして、事務局のお手

伝いを今まさにしていただいているという状

況にございます。 

   制服に関することなんですけれども、この

たび更新する服装というのが活動服でござい

ますので、女性なのでスカートとかではなく

て、男女問わず活動しやすい服装ということ

で、統一なる予定です。以上です。 

○石垣委員長 「秋場学校教育課長」 

○秋場学校教育課長 118ページからの中学校費

でありますが、今の部活動の状況についてと

いうことであります。種目としては12種目、

体育関係、文化活動としての４種目、ただ１

種目、音楽部が休会しておりますので、そう

いうような状況もございます。 

   来年度以降、今は強制ということではない

んですが、半強制的に部活動を、河北中学校

の生徒はいずれかの部に所属している状況に

ございます。ただ、来年度からにつきまして

は、できるだけ部活動に加入していただきた

いということはあるんですが、他のクラブ活

動にも所属している人もおります。そういう

ことも含めて任意加入ということであります

ので、いわゆる・・・・・をつくろうという

ことではなく、いろいろな活動の範囲が広が

って、クラブ活動なども行っている方もいま

すので、そういう方を何かの部に所属という

ことではなく、そういう意味では選択希望制

ということになりますが、できるだけ全加入

しながら、中学校の活動、勉学、スポーツも、

文武両道の考えではございます。 

   ただ、課題ということで、少人数、人数が

少なくなっている状況の中で、まだ河北中と

しては野球部の９人とかサッカーの11人、人

数のあるチーム、何とかというところではあ

るんですが、だんだん近隣市町などを見ても

人数制限されてチーム編成ができないなどの

課題もありますので、これから３年４年かけ

てといいますか、部活動の地域移行を含めて

部活動の在り方については検討していく、考

えていく、在り方も進めていく時期に来てい

るなというところで認識しているところでご

ざいます。 

○石垣委員長 「日下部生涯学習課長」 

○日下部生涯学習課長 128、129ページ、10款５

項３目スポーツ振興費の中の各種大会激励金

のことでのお尋ねかと思っております。 

   今回、これまで、お一人につき5,000円と

いうことで支給しておりましたが、令和５年

度から倍額に増額しまして、１万円を支給す

ることにしております。これまでも大会に出

場した方について激励金を支給しておりまし

たが、さらに大会出場の励みになるようにと

いうことで今回増額させていただいたところ

でございます。 

   これまでどういった大会にどういった競技

で出場されているかということなんですけれ

ども、令和４年度を例に取って申し上げさせ

ていただきたいと思います。 

   まず高校生の部ですと全国高校総体、高校

体育大会についてはカヌー競技、登山、レス

リング、自転車競技で出場しております。あ

とは国民体育大会なんですが、今回栃木国体

ということで、こちらには陸上、レスリング、

自転車、カヌー競技で出場しております。そ

のほか、全国レベルの大会に陸上ですとか弓
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道ですとか柔道ですとか、そういった競技で

出場しております。 

   また、小学生の部としましては、今回卓球

の男女ということで出場しております。あと

剣道競技でも出場しております。 

   そのほか、中学生の部ですと野球、卓球、

カヌー、バスケットですね、ということで出

場しております。 

   そのほか一般の部で水球、スキー競技で全

国大会に出場しているということで、令和４

年度は51名の方に激励金を支給させていただ

いております。令和３年度は30名の方でした

ので、かなり令和４年度は出場されている方

も多くなっているなと感じております。令和

５年度は60名ほどの予算ということで取って

おります。 

○石垣委員長 「９番丹野貞子委員」 

○丹野委員 ありがとうございます。 

   消防団なんですけれども、女性消防団はず

っと人数も少ないことから別枠で独自の広報

活動とか、今日も行ってお手伝いをされてい

るということで、頼もしい限りでありますけ

れども、ぜひ増やしていただいて、最低10人

はいないと何か格好つかないかなみたいな感

じで私も思っていますので、ぜひ10人は最低

ということで頑張っていただきたいなと、私

も誰かに声がけをしたいと思います。 

   消防団、自分の時間を費やしてそうやって

皆さん頑張っていただいて、本当に感謝しか

ないんですけれども、このように待遇もよく

して、頑張っていただきたいと思います。 

   次に、中学校の部活動なんですけれども、

何か文武両道ということで、前は文化部であ

れ何であれみんな一応入るという感じの雰囲

気だったかと思うんですけれども、今はそう

いうことではなくて、一応は全加入なんだけ

れども、強制的な雰囲気はないということで、

やりたい方がやりたいスポーツに入るという

感じなんでしょうか。 

   それで、音楽部とブラスバンド部は違うん

ですよね。ブラスバンドが河北中はすばらし

いなと思っているので、これだけお聞きした

いんですけれども、ブラスバンド部はちゃん

と活動しているのかということですね。 

   それから、スポーツ振興費ですけれども、

結構自転車とか登山とか、自転車ですか、そ

ういう競技をやっていたなんて知らなかった

なと思いまして、やはり時代とともにすごい

んだなと、水球なんかどこで練習しているん

だろうかなと思うんですけれども、そういう

情報とかは把握していますか。町内の人は、

水球……、学校が、高校生だと違う、町内じ

ゃないところに行っているわけですね、そう

ですね。谷地高ばかりじゃなかったでした、

失礼しました。随分、なかなか皆さん河北町

の方、全国大会に行っているんだなと思って

うれしい限りですが、総体と国体はどっちも

全国大会なんですか。じゃあ１人が２回もら

うということもあるわけですよね。ここも確

認したいです。 

○石垣委員長 「真木総務課主幹」 

○真木総務課主幹 女性消防団につきまして、最

低10人は必要ではないかという見解を述べて

いただきました。我々も、もっともっと増や

していかなければいけないと思っているとこ

ろでありますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

○石垣委員長 「秋場学校教育課長」 

○秋場学校教育課長 ブラスバンド部ということ

でありますが、名称は吹奏楽部として活動し

ておりまして、県大会の常連校というぐらい

に頑張っているところでございます。状況的

には、男子も１年、２年生に１人ずついるよ

うな状況の中で、１年生女子16人、２年生女

子８人という中で、１・２年生で練習を、大

会を目指してということで頑張っているとこ
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ろでございます。 

   なお、令和４年度については、県大会以上

の大会に出場した場合に、参加負担金という

のは全額だったんですが、交通費並びに宿泊

料については、令和４年度は半額助成をして

おりましたけれども、令和５年度からはその

分、対象経費として全額助成をすることにし

ておりますので、中学生の県大会あるいは全

国大会へ多くの方が予算が足りなくなるぐら

いに頑張っていただければと思っております。 

○石垣委員長 「日下部生涯学習課長」 

○日下部生涯学習課長 競技につきましては、河

北町内に住んでいらっしゃる方が町外の高校

などに通われて、そこで活動していれば対象

になるということです。 

   大会については、違う大会、違う全国大会

に出場していただければ、それはそれで別に

また支給の対象となるということで、同じ方

に２回支給ということもあり得るということ

になります。 

○石垣委員長 「９番丹野貞子委員」 

○丹野委員 消防のことは分かりました。 

   部活動の状況も分かりましたし、本当に皆

さん頑張っていらっしゃるんだなということ

で、町でもこのように交通費なんかも、あと

激励金もちゃんと倍にして応援するというの

は本当にすばらしいことだなと思います。聞

けてよかったです。ありがとうございます。

終わります。 

○石垣委員長 以上で、９番丹野貞子委員の質疑

を終わります。 

   次に、「８番松田收作委員」 

○松田委員 それでは私から１点お伺いします。 

   133ページ、11款１項３目の林業施設災害

復旧費のことについてお伺いしたいと思いま

す。まず場所と、大体どういう中身なのか、

それをまずお伺いしたい。 

○石垣委員長 「宇野農林振興課長」 

○宇野農林振興課長併農業委員会事務局長 お答

え申し上げます。 

   132、133ページの11款１項３目林業施設災

害復旧費でございます。ここの土木工事につ

きましては、令和２年７月の豪雨により被害

を受けた林道のうち葉山線、村山市に抜ける

葉山線がまだ開通しておりませんので、そこ

ののり面復旧が１か所、あと路肩の復旧が２

か所、都合３か所になりますけれども、そこ

の復旧工事の費用でございます。 

○石垣委員長 「８番松田收作委員」 

○松田委員 葉山線ですけれども、これは町の単

独じゃなくて、たしか県の工事でもあるんじ

ゃなかったですか。間違っていますか、そう

ですか。大変な難工事で、雪が降る直前に行

ってみたんですけれども、本当にこれは復旧

できるのかなというような難工事だったんで

すけれども、まずは大体復旧のめどが立った

ということですか。それはよかったです。 

   これに関連するあれとしてまたお伺いした

いんですけれども、これは災害復旧というこ

とで上がっていますけれども、私は常々思っ

ているんですけれども、林道では、まずは倒

木、もちろん雪のあれですけれども、脇の水

路の土砂上げ、そういうことで、これを維持

するあれが大変になっています。草刈りなど

も入ります。そういうことがこれに書いてな

いんですけれども、維持管理は全然話にも何

もならなかったということですか。 

○石垣委員長 「宇野農林振興課長」 

○宇野農林振興課長併農業委員会事務局長 お答

え申し上げます。 

   維持管理については、６款の林業振興費の

中で林道整備事業等々こういったところで見

るべきものかなと思います。ただ、ご案内の

とおり、雪解けあるいは大雨が降りますと、

すぐ路肩ですとか随時そういったところの点

検をして、我々も見回り等は、特に春先とか、
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あと雨が長く続いた場合などは林道などは随

時巡回をさせていただいているというところ

でございます。 

○石垣委員長 「８番松田收作委員」 

○松田委員 １回こういう災害が起きたときなど

はすぐでもできると思います。ただ、年間の

維持管理ということについては大変な思いが

あります。殊に最近はそれに出てくる方々が

高齢化して、どうしたらいいかと、あれによ

っては代償金なんていうお金を出している人

がいるんですけれども、今後のそういうこと

に対する考えというのは持ち合わせておりま

せんか。 

○石垣委員長 「宇野農林振興課長」 

○宇野農林振興課長併農業委員会事務局長 今お

願いしているところを継続的にこれからもお

願いしたいなという今のところの考えでござ

います。 

○石垣委員長 「８番松田收作委員」 

○松田委員 今やっている方々は、無理して、殊

に若い人はなかなか出にくい。だから、当然

高齢化しておりますけれども、例えば私なん

かもそうです。本当に後期高齢者や、その

方々が脇の水路の泥上げ、草刈り、そういう

本当にあれでは、この方々が言うには、何と

か業者の人なんかに頼んで、何とか出るよう

な方向はできないものかというような話にな

っています。「出らんねときには、しようが

ないから、じゃあお金を出すんべは」と言っ

て、まあまあ大した、１日最高のあれのとき

のことで、例えば私どものあれですと5,000

円とか、ソバのあれのところは3,000円とか、

そういうことになっていますけれども、そう

いうことで維持管理ということもこれからの

大きな問題になると思うんです、私たち受益

者は。でも、何とかならないか考えてもらう

方法はないのかどうか、これもお伺いします。 

○石垣委員長 「宇野農林振興課長」 

○宇野農林振興課長併農業委員会事務局長 広く

町民の方全体が森林の受益というのは受けて

いるかと、恩恵というのはあるかと思います。

したがって、森林環境あるいは譲与税の活動

の中で、森林に対して理解を深めていただく

ということも一つ長い目で見ればこういうこ

とも大切かなと思っています。ただ、現行は、

今のところ現状のまま、できればお願いした

いという考えでございます。 

○石垣委員長 「８番松田收作委員」 

○松田委員 今、くしくも課長が言われましたけ

れども、じゃあ維持管理してみたところで、

他町村から来る人のほうが多いんですよ、ワ

ラビ取りだ、何だと、キノコ、あの辺りとか。

ここでやっている人はほとんどない。山から

の対価なんていうことは考えられない。そう

いうところでいくと本当にこれは何とか考え

てもらわないと困るなと思っておりますので、

今後、一つの町の課題として考えていただき

たいと思います。終わります。 

○石垣委員長 以上で、８番松田收作委員の質疑

を終わります。 

   次に、「６番東海林信弘委員」 

○東海林委員 私から４点お聞きしたいと思いま

す。 

   初めに、９款１項５目地域防災費、109ペ

ージです。謝礼12万6,000円と予算計上なっ

ていますが、この謝礼の中に今回の空き家相

談会相談員謝礼３万円が入っていると思うん

ですが、その点についてお聞きしたいと思い

ます。 

   空き家相談員ということで、令和５年度は

空き家対策についていろいろ支援、補助を出

す予算計上になっておりますが、この相談員

にとっての相談窓口開催というものが非常に

大切なものになってくると思います。その相

談に有識者の方が当たるということで事業内

容の説明があったと思いますが、今回、有識
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者とはどんな方を考えられているのか、また

空き家対策について、これが最初の一歩だと

思いますので、その辺、どのぐらいの思いで

相談会を開催するのか、その辺をお聞きした

いと思います。 

   次に、10款２項１目小学校学校管理費、

115ページです。 

   議案調査の中で会計年度任用職員というこ

とでいろいろ事細かに説明していただきまし

た。結論から申すと４名の支援員のプラスに

なったということを聞いていますが、その支

援の内容が、支援の必要な方、児童が増えて

いるんだということで支援員を増員するんだ

という話を聞いていますが、山形県の教育委

員会では２月14日付で大卒の新規採用者の方

を担任に置かないということが発表になって

おります。教科担任兼学級副担任とするとい

うことになっているんですけれども、その新

規採用者を担任につけないとすると、そうい

った形での各学校の負担が増えるのではない

かということが想定されます。そういったこ

とで、令和５年度の予算に対しては、新規採

用を担任にしないということを考えての予算

になっているのか、その辺もお聞きしたいと

思います。 

   次に、13款１項２目交通安全対策費、137

ページ、これは先ほど12番委員も質疑されま

したけれども、後づけ安全運転支援装置とい

うことで、対象者は理解いたしました。 

   それで、１点お聞きしたいのは、この事業

の内容の文章で「後づけ」ということがござ

いますけれども、要は今自分が乗っている車

につけるというので「後づけ」という認識だ

と思いますが、今のテレビコマーシャル等で

も、新車、新しい車にオプションでつけられ

ますよと、ディーラー、車の写真が出ていま

す。そういった方も対象になるのかどうか、

その辺もお聞きしたいと思います。 

   最後になります。これは質疑ではないんで

すが、今回、学校給食の無償化ということで

6,493万7,000円計上だと。本当に財源がない

中で、ふるさと応援基金を使って無償化とい

うことで、本当にうれしく思っているところ

ですが、各自治体を見てみますと今年度は結

構無償化に踏み切ったところが多いと思って

います。なかなか自治体の財源によって不平

等さが出てきていて、無償化になっていると

ころとなってないところがはっきり顕著に分

かってきていると思います。 

   そこで、お願いなんですが、これは学校給

食法で決まっている、給食費は保護者が負担

するという規定がございます。その規定を排

除しないと各自治体の格差が出てしまってい

るような現状ですので、ぜひこれは上層部、

要は国、国でも子育てに力を入れるという今、

それを強く訴えていっていただければ財源確

保につながるんじゃないかと思いますので、

その辺も併せてお聞きしたいと思います。 

   以上４点、お願いします。 

○石垣委員長 「真木総務課主幹」 

○真木総務課主幹 108から109ページにかけまし

て、地域防災費の中の謝礼12万6,000円とい

うことに関してのお尋ねでございました。 

   委員おっしゃいますとおり、この12万

6,000円の中には空き家相談会の相談員謝礼

というものも含まれております。この中で、

本町にとりましては初めての取組となるわけ

なんですけれども、委員おっしゃいますよう

に、相談というものが第一歩になるのではな

いかということでありますが、いろいろお話

を、町民の方々のお話を伺うと、専門的な知

識がどうしてもないので、いろいろなところ

で教えてもらえるといいんだけどなというお

声を頂戴する機会がありますので、このよう

なことを企画させていただきました。 

   実際に有識者としてお願いする予定でおり



 

- 251 - 

ますのが、不動産協会、宅建協会、司法書士、

こういった方々にお声がけをいたしまして、

開催に向けて動いてまいりたいと、このよう

な計画を立てております。 

   134ページ以降、交通安全対策費の件でお

答えしたいと思います。 

   後づけ装置の設置補助金に関することなん

ですけれども、委員にご質問いただきました

ように、いわゆる新車にオプションでつけら

れるような装置というものは想定しておりま

せん。65歳以上の方がご自分の名義で運転す

る車に文字どおり後から足すという場合を想

定しておりますので、そのあたりは今後町民

の皆様にお伝えしていく中で誤解のないよう

なＰＲといいますか、宣伝をしていかなけれ

ばならないのかなと思うところであります。 

   以上です。 

○石垣委員長 「秋場学校教育課長」 

○秋場学校教育課長 114、115ページで、小学校

費の会計年度任用職員報酬の中に、ここに会

計年度任用職員は25人ほど、この中に質問が

ありました学習生活指導補助員15人も含まれ

ているところでございます。 

   質問の中に、いわゆる新採教員については

担任に置かず、１年間は副担任といいますか、

カバーする、フォローする職員を配置しなが

ら行うという県の方針がありますけれども、

ここで言う会計年度任用職員、学習生活指導

補助員については、教師のフォローというこ

とではなく、障害を持つあるいは障害認定ま

ではされてなくても学習になかなかついてい

けないとかというところでのフォローをする

職員としての、考え方は別でございます。配

置をすることで、教員が、例えば教室から子

供が出ていってしまうとか飛び出してしまう

というときに、授業もできなくなることもあ

りますので、そういったときには学習生活指

導補助員がその子の対応を行い、学習全体に、

クラス全体に影響を及ぼさないような対応と

いうことで、しっかりと必要なものを配置し

ながら支援をしていきたいという考えであり

ますので、教員の配置の担任制を取らないの

とはまた別ということであります。 

○石垣委員長 「森谷町長」 

○森谷町長 学校給食費のことで申し上げます。 

   委員と同感であります。財政、究極は、私

は、学校給食の無償化ということなのか、保

護者の負担を軽減するという形になるかどう

かは別として、基本的にここは国の教育支援

という形で、自治体によって、財政力によっ

て、財源あるなしにかかわらず、そこは全国

的な見地から推し進めるべき政策分野だなと

思っております。 

   今、国会開催中でありますが、その中で児

童手当について所得制限云々かんぬん、そこ

を非常に大きく取り上げられながら議論にな

っていますけれども、学校給食のところにつ

いても取り上げられている質疑があります。

国会でも議論されていると承知しております。 

   ただ、その国会答弁を聞いても、あとこれ

まで県の町村会等を通して県に対してもいろ

いろ話をしている中で、やはり学校給食法が

保護者負担になっていると。まずこれが回答

の真っ先に出てくることです。したがって、

我々は、学校給食法で保護者負担にしている

から云々かんぬんという話でなくて、そもそ

も学校給食法の見直しそのものも含めて検討

すべき課題でないか、そのフェーズに入って

いるのではないかという認識でおります。 

   したがって、私としても、県の町村会を通

して様々な機会で要望項目として、あるいは

県に対しても知事会等を通して、そういった

ことで動くべきではないかということもこれ

から申し上げていきたいと、引き続き申し上

げていきたいと思います。 

   ぜひ議会レベルでの声も地方からの声とし
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て県の議長会なりそういったことも含めて、

ぜひ一緒に私どもと動いていただければあり

がたいなと思います。以上です。 

○石垣委員長 「６番東海林信弘委員」 

○東海林委員 まず給食から、力強い答弁ありが

とうございます。 

   我々も何か動きを、アクションを起こして

いかないとなかなかそれも変えられませんの

で、財源的にも、ふるさと応援基金を今回使

用させていただいて無償化ということになっ

ていますけれども、やはり安定した、保護者

負担をなくす、給食費だけじゃないと思いま

すけれども、そういった方面で支援していっ

ていただければと思います。根本的に変えて

いかないといけない部分が多々出てきている

と思いますので、ぜひ執行部側と、議会側に

なるか、国会議員になるか、県議会議員にな

るか、県知事になるか分かりませんが、その

辺でアクションをかけていっていただければ

と、いきたいと思います。その点は結構です。 

   あともう１点は、相談窓口を開催して、有

識者、不動産業、宅建取引業、司法書士とい

うことで、３種の業種の方、有識者として相

談に当たるということで、これも今回令和５

年度の予算で結構空き家対策、支援、補助

等々中身が変わってきています。その方たち

にも河北町の制度を熟知していただいて、多

分相談に来る方は「空き家をどうしたらいい

か」から始まって、空き家の解体ですとか、

そういった費用関係、あとは相続の登記です

とか、いろいろ多分様々いらっしゃると思い

ますけれども、やはり解体の費用というもの

が一番ネックになってきているのではないか

なということを懸念するところであります。 

   解体費用ということで、前に議員の視察で

行ったことがあるんですけれども、地方銀行、

要は銀行と締結して低金利で解体費用をあっ

せんするとかそういった業務もあると思うの

で、その辺も含めて内容を熟知していただい

て、相談に懇切丁寧に優しく当たっていただ

きたいなと思います。せっかく令和５年度で

空き家対策についていろいろ施策を打ってい

ただいているので、その辺の活用をうまくし

ながら、空き家ゼロにはならないとは思いま

すけれども、利活用を含めてお願いしたいな

と思っております。 

   あともう一つは、小学校の新採の教員の担

任が外れて、フォローに回る、また担任にな

らない部分をほかの先生、２年目、３年目以

降の先生方が多分対処すると思うんですが、

ただ、今、学校の先生のなり手が大分少なく

なっているようで、児童生徒数も少なくなっ

ているんですけれども、そういった形でのフ

ォローも多分発生して、現在の教職員の方も

心身ともに疲れているのかなということもあ

りましたので、その辺の会計任用職員の採用

が、県の教育委員会が打ち出されたことに対

して、河北町として、その辺で人の代わりと

いうんですか、そういったことで採用して、

考えて人員配置しているのかなと思ってお聞

きしたところです。その辺、もう一回改めて

お聞きしますが、町として、小中学校ですけ

れども、その人員は本当に足りているのか、

足りていないのか、その辺も含めて再度ご答

弁いただきたいと思います。 

   あと、後づけの支援、安全運転支援という

ことで、それは分かりました。やはりチラシ

で、私みたいに勘違いすると悪いので、新車

のオプション、「これ後づけなんだべ」とい

うことで多分言う方も、私みたいな人がいる

かもしれませんので、その辺は後書きとか注

意書きで示していただいて、これは今回の対

象じゃないよということでお知らせしていた

だければと思います。 

   じゃあ１点、教員の人員配置等について、

令和５年度、何か目玉じゃないですけれども、
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考えがあれば教えていただきたいと思います。 

○石垣委員長 「板坂教育長」 

○板坂教育長 お答えいたします。 

   今回も、その前に、誤解を招くといけない

ので、会計年度職員というのは町単独の予算

です。委員がおっしゃっている、いわゆる新

採を担任にしないということで、副担任を設

ける、あるいは支援員を設ける、これは県の

施策で、県の予算であります。 

   先ほど課長がお答えしましたように、会計

年度任用職員の面談をいたしました。フルに

満たしたいのですが、今現在、面接などを重

ねまして、ようやくフルに合格者を出してお

願いしているところであります。 

   先ほど委員がおっしゃられた、いわゆる若

手教員を担任にしないというのは、これは全

部ではありません。県の方針でこうなってお

ります。目的としては、若手教員が生き生き

と働くことが重要である、これがまず一つの

狙いです。あと近年、ご存じのように、若手

教員の早期退職が増加傾向にあります。これ

が２つ目の狙いであります。３つ目が、いわ

ゆる教育諸課題が多様化、複雑化している中

で、新採教員が採用時から学級担任を担うの

は酷であろうということから、県でそういっ

た政策を出しております。 

   簡単に、複雑な仕組みなんですが、大卒新

採教員を教科担任あるいは学級副担任とする

というのがまず一つの方法です。これは、１

学年３学級以上の学校が該当するそうです。

それ以外の学校は、いわゆる新採教員は担任

になるんだけれども、支援員をつけると、そ

ういうシステムになっています。なかなか複

雑なんですけれども、いわゆる副担任にする

という学校は今のところ県内で39校、それ以

外のいわゆる支援員をつけるのが69校ぐらい

あるそうです。若干学校数は変わると思いま

す。そんなところでこういうシステムがある

と、あくまでも県の施策で県の予算でやると。 

   町の会計年度任用職員の学習生活指導補助

指導員は、それとは別個に町単独でやってい

る施策です。 

   今一番問題なのは、例えば病気で休む先生

が出る、そうしたときに代わりに当てる講師

の先生方の絶対数が足りないんです。何回も

電話してやっと探すのが現状です。 

○石垣委員長 「６番東海林信弘委員」 

○東海林委員 ありがとうございます。 

   なかなか講師の先生もいないという教育長

の最後の言葉ですけれども、ずっとどっぷり

家庭につかっているとなかなか出てくるのが

おっくうになるというか、そういった先生方

も多々いらっしゃいます。私の知っている人

のお子さんが先生になっているんですけれど

も、２年目で担任を受け持ったということを

聞いて、そういったことも心身とも疲れると、

全然分からない地で、学校の先生、担任の先

生、保護者から言われ、地域からも言われと

いうことを何か肌で感じているらしいので、

こういった教育委員会からの情報もありまし

たので、河北町ではどんなことを考えて人の

配置をやっているかということをお聞きした

かったので聞いてみました。 

   それは県の事業だということを理解しまし

たし、また河北町独自のそういった教員の採

用、人の採用も少しは検討していただいて、

結局は上から、自治体で面倒を見てください

という何か筋が見えているような気がします

ので、その辺も含めてよろしくお願いしたい

と思います。以上で終わります。 

○石垣委員長 以上で、６番東海林信弘委員の質

疑を終わります。 

   次に、「５番吉田芳美委員」 

○吉田委員 私からは、111ページ、地域防災費、

９款１項５目、防災ラジオ事業のことについ

てまず質疑させていただきます。 
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   予算が199万7,000円、委託料という内容で、

これに含まれるという内容ですが、ＦＭ山形

にお支払いする委託料は幾らか。去年１年間、

何回ぐらい河北町発信の防災ラジオで町内の

災害情報が流れたかということをお尋ねした

いと思います。 

   あと、今回、防災ラジオを新しく購入する

ものと思われますが、支給先がどの辺の地域

に、どの辺が対象になるのか、それをお伺い

したいと思います。一番最初は南部地区を中

心とした浸水区域と、そして徐々に土砂災害

区域という形で移行していると思いますので、

その辺のところを教えていただきたいと思い

ます。 

   あと、この事業は３年間ほどになったと思

いますので、累計のラジオ台数は何台になっ

たのか。あと、この防災ラジオの今後の普及

の内容をどのように考えているかというやつ

もお尋ねしたいと思います。 

   あと、ちょっと話は変わりますが、いろい

ろと防災ラジオを持っている方が役職を辞め

られました。区長さんが亡くなりました。そ

うしたときに、次の区長へのラジオのバトン

タッチ、あと高齢者がお亡くなりになりまし

たとなったときに、そのラジオを行政が引き

取って、新しく75歳以上の独り暮らし世帯、

２人暮らし世帯にお渡しするような格好にな

るわけなんですが、その辺のところの流れが

きちんと整っているのか、その辺をお願いし

たいと思います。 

   続いて、危険空き家の応急処置、同僚委員

からもいろいろ質問がありましたが、私は視

点を変えて、50万円の予算についてお伺いし

たいと思います。 

   これは、災害が来るよという内容の予知を

したときに災害の手だてをするのか、それと

も台風が来た、屋根が今にも飛ばされそうだ

よとなったときに処置をするのか、それとも

飛ばされた屋根を後で処置するのか。災害の

場合は、前と中と後ろと、いろいろ判断に迷

うところだと思うんですが、この辺のところ

をどう考えていらっしゃるのか。災害が発生

している際にやろうとしたときに、業者にお

願いするという形だと思うんですが、何でも

ない業者にこういうことをやってくれとなっ

たときに、二次災害が懸念されると思います。

その辺も含めて、業者と行政と50万円の手だ

てに対してどういう試みをもってやろうとし

ているのか、そこをお話しいただきたいと思

います。 

   あと、空き家解体・除去土木工事950万円

です。これも先ほど来いろいろお話が出てい

ますが、950万円のうち150万円は松橋で使い

ますよと、残りの800万円というのは行政代

執行する際の800万円という内容で取ってあ

るんですという先ほどのお話でした。行政代

執行を考えている令和５年度のお宅があるの

かどうか。私としては、空き家解体という内

容で各自治体が50万円とか80万円とかいろい

ろ出している内容に振り分けられてもいいん

じゃないかなと思っていますので、この辺の

ところをお話ししていただきたいと思います。 

   あと、111ページ、非常備消防、９款１項

１目報酬1,933万8,000円ということで、団員

の報酬が上がりますよという形です。委員会

でも私はお聞きしたんですが、400何名の団

員の中で、一度も訓練にも来なかった、そし

て火災にも出動されなかった、そういう方に

対しても３万6,500円が個人の口座に支払わ

れるという形になります。そうしたときに、

行政は消防団員を把握するという大きい立場

であるかもしれませんが、人事管理をできる

わけではないと思いますので、人事管理とい

うのは消防団にお任せするという内容だと思

います。それが何で一度も来なかったのかと

いう内容が１年続いて、２年続いて、３年続
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いてとならないように、きちんと掌握した上

で３万6,500円が個人の下に届くような形に

しないと、10回来た、15回来た、一度も来な

かった、同じ報酬が支払われる、そこは世間

一般的にはちょっとおかしいんじゃないのと

言われると思いますので、これは消防団とし

て行政とのいろいろな話合いの中で、消防団

員の士気高揚というか、そういうことに何か

の話合いを持たれた上で今回計上されている

のか、それをお尋ねしたいと思います。 

   最後、135ページの交通安全対策、道路反

射鏡設置・修繕事業109万4,000円、何個のカ

ーブミラーを今回設置される予定でこの予算

だったか。前回、議員と語る会の中で区長か

ら「なかなかやっていただけない」というご

要望も一応差し上げました。そして、総務産

業常任会も議会として次の予算反映に入れて

いただきたいと、そういう旨もお願いしまし

た。そして、一般質問でもさせていただきま

した。 

   当時、32基のカーブミラーの設置要望が今

残っていますよというお話でした。32基全て

賄うのはなかなか厳しいかもしれませんが、

ここ１、２年、３年ぐらいの中で、待ってい

るカーブミラーに全部手だてができるような

予算がこれで入っているのかなと私は思いま

した。一般質問で当局の考えは「強い気持ち

を持って交通安全対策にしっかり臨む」とい

うお話が109万円なのかなと疑ってしまいま

した。その辺もお尋ねしたいと思います。 

   以上。 

○石垣委員長 暫時休憩します。 

     休 憩  午後１時５３分 

     再 開  午後１時５４分 

○石垣委員長 休憩を解いて再開します。 

   「真木総務課主幹」 

○真木総務課主幹 大変失礼いたしました。 

   ページ順で申し上げたほうがいいのかと思

いますので、まずは非常備消防からお答えさ

せていただければと思います。 

   106ページ、非常備消防のところで、団員

数も含めて消防団員報酬に関連してのご質問

をいただきました。人事管理という部分でご

ざいますが、消防団との打合せの中で、いわ

ゆる活動したくてもできない団員、あるいは

全く活動できなかった団員がいて、そういう

方にも年報酬は行くわけですけれども、そう

いう方に関して、継続的に団に入っていても

らうわけにはいかないという部分では、辞め

てもらわなくちゃいけないという部分では共

通認識を持っておりますので、先ほど委員が

おっしゃられたように、そういった方が１年

２年３年と続けて団に在籍するということが

ないようにこれからも努めてまいりたいと考

えております。非常備消防です。 

   108、109ページの９款１項５目地域防災費

の関連、まず防災ラジオについてでございま

すが、防災ラジオ整備事業としまして委託料

と備品購入費を分けております。委託料とし

ては158万4,000円、これはＦＭ山形への委託

を予定しております。備品購入費としては41

万3,000円を見込ませていただいておりまし

て、今回の予算案として上程させていただい

たものでございます。 

   これまでの発信回数でございますが、直接

的な答えでなくて大変恐縮なんですが、災害

発生時、様々な媒体を使って避難情報の発令

を行うわけなんですが、防災ラジオも稼働し

ていること、動いていることを確認しており

ますが、回数が、手元にお答えできる答えを

持ち合わせておりません。防災ラジオは機能

を発揮しておりますが、回数はお答えできな

くて大変申し訳ございませんが、よろしくお

願いしたいと思います。 

   あと支給先についてですが、防災ラジオ購

入、配付に関する事業は、来年度、令和５年
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度をもって４年度目に突入ということになり

ます。過去で言いますと、委員も触れていた

だいたところでありますが、令和２年度は浸

水想定地域、令和３年度は土砂災害のおそれ

がある地域ということで配付させていただき

ました。今申し上げました地域要件のほかに、

75歳以上のみの世帯ということでも一線引き

まして、それに該当する方々に配付させてい

ただいたのが令和２年度と令和３年度であり

ます。令和４年度、今年度の取組としまして

は、今申し上げた地域の方々で、いわゆる年

齢ではないところでの障害をお持ちであると

か、そういった要支援者の方がおられました

ので、その方々にも範囲を拡大したというの

が令和４年度、令和５年度はこれを継続する

という内容でございます。 

○石垣委員長 暫時休憩します。 

     休 憩  午後１時５８分 

     再 開  午後１時５９分 

○石垣委員長 休憩を解いて再開します。 

   委員長から申し上げます。 

   ここで、２時15分まで休憩とします。 

     休 憩  午後１時５９分 

     再 開  午後２時１２分 

○石垣委員長 休憩を解いて再開します。 

   ９款から14款までの質疑を続けます。 

   ５番吉田芳美委員の質疑を続けます。 

   「真木総務課主幹」 

○真木総務課主幹 答えが途中になりまして、大

変失礼いたしました。 

   防災ラジオに関してお答えをしている最中

であったかというところでございます。続き

になるんですが、防災ラジオの台数、累計で

ございますが、３年間で420台購入いたして

おります。 

   今後のラジオ貸与の普及の考え方でござい

ますが、先ほど申し上げましたように、エリ

アも決めて、対象となる要支援者も決めてま

いりました。今後は、年度ごとに新しく対象

になる方というのが当然出てまいりますので、

そういった方々への対応を継続していけたら

と考えております。 

   同じく防災ラジオ関連で、区長でなくなっ

た、交代された方同士の機器のやりとりとい

うことにつきましては、防災ラジオだけでは

ないんですが、危機管理として預かっていた

だいている機械であったりいろいろなものが

ございますので、そういったものと一緒に防

災ラジオも引き継いでもらうようにお願いし

てあるというところでございます。 

   ラジオ関連では最後になるかと思いますけ

れども、貸与を受けた方が亡くなった場合の

対応ということなんですが、現在、お亡くな

りになったということを私どもが情報として

知り得ますとこれを返していただくというこ

とにしているんですけれども、全体的に調査

をしてやっているわけではございませんので、

今後、年数を重ねていけば更新期にもなって

まいりますし、そういった更新する時期、あ

るいは家族構成が変わったところの実態調査、

こういったこともいずれはしなくちゃいけな

いのかなと考えているところでございます。 

   空き家関連のご質問で、まず応急処置の委

託料に関するご質問をいただきました。 

   災害が来る前か、中か、あるいはその後か

ということでのご質問、タイミングに関する

ご質問を頂戴したかと思うんですが、これは

一つ一つの状況によって変わってくると考え

ております。つまり災害が来そうだと、台風

が近づいてくるというときに対応しないと危

ないというものもあれば、逆に、台風が来た

後に応急処置をしないと次の何かの災害に耐

えられないだろうとかという場合と、いろい

ろ考えられると思いますので、一概に災害の

前とか中とか後とかというのは想定しづらい

のかなと、個々の状況に応じた対応が逆に求
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められると考えています。 

   それで、先ほど委員からおっしゃっていた

だきましたように、業者に委託するにしても

二次災害の懸念があるからというお話をいた

だいたと思うんですが、そういったことのな

いようなタイミング、内容で応急処置してい

かなければならないのかなと。一番難しいの

が、条例でも定めているところでございます

が、応急処置をするには所有者に内容を通知

して同意を得なければならないということも

ございますので、なかなか思うようなタイミ

ングでできないかもしれませんが、努めてま

いりたいと考えるところであります。 

   同じく空き家対策、土木工事費のところで

のご質問を頂戴いたしました。950万円とい

う予算を見込んでおります。委員おっしゃっ

ていただいたことの繰り返しになりますが、

150万円分については松橋にある空き家の解

体撤去費でございます。800万円については

代執行ということで考えておりまして、そう

いうお宅があるのかどうかというご質問等を

賜ったと思うんですが、１件、想定している

お宅がございます。 

   134ページ以降、交通安全対策費に関する

道路反射鏡、いわゆるカーブミラーに関する

ご質問を頂戴いたしました。令和５年度にお

きまして予定しております件数でございます

が、修繕については２件、土木工事について

は３件を現在のところ担当課としては予定し

ているところでございます。以上です。 

○石垣委員長 「５番吉田芳美委員」 

○吉田委員 ありがとうございました。 

   最初に、防災ラジオ整備事業と書いてあっ

たので、何台かラジオをまた買うのかなと思

ったんですが、これは防災ラジオを維持管理

するという内容で、放送局に150万円と備品

関係40万円というとほとんどそこで終わりだ

と、そういう流れだということはよく分かり

ました。これまでの累計ですと420台という

のも分かりました。 

   それで、亡くなったり何したりという内容

で、役場の防災ラジオを貸与しているという

格好になりますので、次の方に渡すときに直

接「あの人が亡くなったから今度あなたに渡

す」とはいかないと思うので、きちんと役場

に一旦戻して、点検、修理を確認した上で、

新しい形で次の方にお渡しするような形でき

ちんとやっていただきたいなと思います。こ

の辺のところはよろしくお願いいたします。 

   あとは、応急処置の50万円なんですが、こ

れはなかなか難しいかなと思うんですが、最

終的に、災害発生を予知して、危険のないよ

うにするという観点を少し強めていって、災

害の防止に当たるという内容が私は正しいの

かなと思います。当然、風が吹く前に予知し

た形の対応をするということが業者について

も非常にいいと思うし、風が強いとき、雨、

風、嵐の中で業者に「おまえ上がれや、直し

てこい」とか「ブルーシートを敷いてこい」

なんて、これはなかなか言うほうも大変だと

思うし、やっていただく業者も大変だと思い

ますので、やはり先手先手という内容を私は

希望したいなと思います。 

   行政代執行１件予定しているという内容で、

800万円全部使われるという内容はちょっと

悔しい限りなんですが、先ほど二歩のうち一

歩進行したかなとか同僚委員が言っていまし

たが、山形県35自治体の中で既に20自治体以

上が解体を加速しないと駄目だと、そして解

体したところ、特に通学路に面しているとこ

ろなんかについてはいち早く解体を加速させ

る取組が私は必要だと思うんです。そうした

ときに、ほかの自治体も50万円やる、30万円

やるということで、解体する背中を押すとい

う事業が大半ですので、ぜひ町もそういう形

に目を向けていただきたいと。そして、途中
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からでも、代執行がうまく進まないとなれば、

こういう予算をしっかりつくっていただいて、

去年が313件の空き家、そして今328件の空き

家、やはり増えるという内容を抑制していか

ないと空き家対策にはならないと思います。 

   町民は、空き家という内容の１つの区切り

で考えています。ところが、いろいろ見ます

と、空き家という言葉のほかに特定空き家と

いうのがあります。町民には特定空き家はな

かなか分かりにくいですよ。その次に危険空

き家があります。どの辺から危険なんだかと

いうのは、専門家が決めている数値的な内容

ですので、これもなかなか分かりづらいと。

あと老朽危険空き家、こんなに空き家の呼び

方が様々あって、本当に分かっていただける

ような空き家対策がしっかり取れるのかなと

いうことを申し上げたいと思います。 

   最後なんですが、カーブミラー、ＪＡから

また今年も４基という内容で、期待を込めて、

あと町から２個とか３個とか、そうすると30

何個がまた残ってしまうという状況になって

います。 

   最後に、ここで終わりますが、副町長、カ

ーブミラーに関して、私は初年度でもっと手

厚くやって、そして３年ぐらいたったらカー

ブミラーを待っている町民がいないような施

策をやれば、次の年は予算を減らせるわけで

すよ。ですから、３・２・１ぐらいの予算投

入をしっかりして、求めるやつに対してはや

ると、そしてそんなに値段かからないわけで

すよ。３個やりました。２個やりました。ま

たこれは議員と語る会ということでいろいろ

なところに行ったときに「まだ待たせるの

か」と、そういう声しかかかってこないと思

うんですが、これは副町長からお答えしてい

ただきたいと思います。 

○石垣委員長 「河内副町長」 

○河内副町長 カーブミラーの設置あるいは修繕

等につきましては、委員おっしゃったような

数、これを解消するのにどれぐらい期間がか

かるんだという話になるわけでございますけ

れども、できるだけ速やかに年次計画でやら

せていただきたいと思います。 

○石垣委員長 「５番吉田芳美委員」 

○吉田委員 ぜひよろしくお願い申し上げます。 

   終わります。 

○石垣委員長 以上で、５番吉田芳美委員の質疑

を終わります。 

   次に、「４番佐藤修二委員」 

○佐藤委員 お尋ねするのは１点、134ページの

12款公債費であります。 

   今年度は、見ますと７億円を超える元金を

返済していると。これと見比べますと、歳入

で町債がどのぐらいあるか、３億幾らしかな

い。その差から見れば、ぐっと町の借金が減

るのかなと思うんですが、町債を借りるのと

返す、そのバランスというのが大事なことじ

ゃないかなと。基本的な町のそこら辺の考え

方についてお尋ねします。 

○石垣委員長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野政策推進監兼企画財政課長 134ページ、

135ページの公債費に絡んだ質問であります

けれども、新庁舎整備をしていた頃は借り入

れる額のほうが返済額より多くなってしまっ

たという状態になっていますけれども、以前

から基本的には返す額より借り入れる額が少

なくなるようにというのを心がけて財政運営

をしてきておりますし、今後もそのようにし

ていきたいという基本的な考えであります。

ただ、大きな、新庁舎のような建設事業、大

きいものがあればどうしてもその時々のタイ

ミングで多少超えることがなくもないのかな

というところはあります。以上です。 

○石垣委員長 「４番佐藤修二委員」 

○佐藤委員 課長がお答えのとおり、以前から返
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済額を超えないような借り方ということをず

っと町としても、そして議会としても意識し

てそういう数字を見てきたわけであります。

前任の町長時代も10年間で約10億円を超える

額を減らしてきたという中で、庁舎を建てる

ということで増えてしまったわけであります

が、返済額を超えない借入れという姿勢をず

っと守っていただくというのと、７億円とい

う大きい金額を元金として返していくという

中で、借入れをなるべく抑えていくと。３億

円、４億円ぐらいの差が出るわけですから、

そうすると一気にどんどんどんどん減ると。

後世に借財として残していかないということ

も大事かと思いますので、返済額を借入額は

超えないようにという姿勢を貫いていってほ

しいと。当面、課長がおっしゃるように、特

別な何かがあったときはまた別かもしれない、

またそのときはそのときの対応をしなければ

ならないと思いますが、基本的にその姿勢を

貫いてほしいと思うわけでありますが、いか

がでしょうか。 

○石垣委員長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野政策推進監兼企画財政課長 ４番佐藤委員

がおっしゃるとおり、そのように努めていき

たいと思います。 

○石垣委員長 「４番佐藤修二委員」 

○佐藤委員 そのことを念頭に置いて予算組みを

していただきたいということを申し上げて、

質疑を終わります。 

○石垣委員長 以上で、４番佐藤修二委員の質疑

を終わります。 

   次に、「２番齋藤隆委員」 

○齋藤委員 私から４点質疑させていただきます。 

   １点目、108ページの９款１項５目の空き

家相談員謝礼ということで、先ほど同僚委員

からも質疑ありましたけれども、どういった

業種の方かということですが、３万円の詳細

ですね、何名の相談員なのか、それから何回

ぐらいの相談会を開催予定しているのか、ど

こでやるのか、そういった詳細についてお聞

かせいただきたいと思います。 

   それから、２点目は同じ108ページの９款

１項５目の災害備蓄品整備事業ということで

ありますけれども、災害時に備えて必要な資

機材を整備するということで、これも継続で

ありますけれども、今年度はどこにどういっ

たものを配備するのか、詳細についてお聞か

せいただきたいと思います。 

   さらに、３点目でありますけれども、106

ページ、空き家解体の除却工事ということで、

80万円ということで、先ほど同僚委員からも

ありましたけれども、なかなか、１件分に相

当するということだと思うんですけれども、

これはまだまだ足りないのかなと思うんです

が、これの制度そのものを周知すると。町民

からは「やっと解体費用が出るのか」という

ことで、かなり期待されていたんですが、ま

ずはどうなんだということで、件数ですね、

１件にした理由も含めてお聞かせいただきた

いと思います。 

   それから、最後になりますけれども、130

ページの10款５項４目の給食センターの耐力

度調査委託料ということで、給食センターも

平成元年からですから、35年ぐらいになるの

かなということで、かなり老朽化していると

いうことで、これまでもいろいろな故障を修

理しながらもってきたということですけれど

も、耐力度調査を受けて、今後どういった工

事を想定しているのか、今後についての考え

をお聞かせいただきたいと思います。以上４

点お願いします。 

○石垣委員長 「真木総務課主幹」 

○真木総務課主幹 お答え申し上げたいと思いま

す。 

   108ページからの９款１項５目地域防災費
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でございます。空き家相談会相談員謝礼のこ

とでご質問いただきました。 

   先ほど申し上げましたように、不動産協会、

宅建協会、司法書士、こういった方々を相談

員としてお招きして相談会を開催したいと考

えています。それぞれお一人ずつ３名の方に

来ていただくというイメージでおります。回

数としては１回、場所については、どこでと

いうのはまだ考えておりませんでした。今後、

よく検討していきたいと思います。どれぐら

いの広さがいいのか分からないところもあり

ますので、もともと町としてはこういう相談

会というのは初めての企画だと思うんですけ

れども、ほかのところで宅建協会主催の空き

家相談会とか、いろいろ企画がほかのところ

でされていますので、そういった模様などを

少し勉強させていただきながら会場を選定し

ていきたいと考えてございます。 

   同じ９款１項５目で災害備蓄をどこにとい

うことでございますが、現在のところはこれ

まで同様といいますか、備蓄倉庫に資機材あ

るいは食料というものを保管させていただい

ているというところでございます。 

   まだ取組としては途中なんですが、学校や

改善センターなど、いわゆる避難所として、

指定避難地として開設する施設にそういった

資機材をあらかじめ置いておいたほうが当然

いいわけでして、そういった意味での施設側

との調整に取り組んでおりますが、まだ実際

に物を動かすまでには至っておりません。例

えば学校でしたらどの場所にどれぐらいの資

材を置けるだろうかというのを個々に調整を

進めている段階にございますが、先ほどの繰

り返しになりますけれども、どこに置いたの

かというご質問に対しましては従前どおり備

蓄倉庫ということが答えでございます。 

   あとは、同じ地域防災費の空き家でありま

すけれども、なぜ制度の周知が必要という点

では私どもも同じ考えであります。特に今回

の補助金であったり除却工事であったりとい

うのは、私どもから特定空き家の所有者に指

導などを差し上げる際に、最初はどうしても

コミュニケーションが取れないことが悩みだ

ったんですが、返信用のはがきを同封して、

何とか相手方とのコンタクトが取れるような

工夫をしたところでした。そうやって、いつ

頃解体予定か、いつ頃修繕予定か、あるいは

町の役場の担当者の話を聞きたいとか、連絡

先はどこですかというのを相手からいただく

ことによって協議がスタートしたという物件

がございます。そうした所有者とのやりとり

の中で何とか、なかなかほかの自治体に比べ

れば取組が遅いという指摘もいただきますけ

れども、何とかたどり着いた１件ということ

でございます。以上です。 

○石垣委員長 「秋場学校教育課長」 

○秋場学校教育課長 130ページ、131ページ、給

食センター費の耐力度調査委託料についての

ご質問でございます。 

   委員のおっしゃる給食センターは、平成元

年度から業務を開始しまして、35年目超過、

確かに修繕をしながらということで建物の維

持管理をしているところでありますが、いわ

ゆる見えないところ、隠れているところ、柱

や壁、躯体の調査、そして水回りなども調査

をしながら、向こう何年、今後何年ぐらい今

の建物を維持していけるのかというところも

見極める判断材料とすべく、今回耐力度調査

をするものでございます。その結果を受けて、

改修や改築になるのか、あるいはもうもたな

い、新築しかないということになるのかとい

う判断のためでありますので、まずは耐力度

の調査を行い、今後の見通しを立てながら計

画を立てていきたいという考えであります。 

○石垣委員長 「２番齋藤隆委員」 

○齋藤委員 １点目でありますけれども、そうす
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ると１回予定しているということで、場所に

ついてはこれからということですね。どの程

度来るかというのは周知の度合いにもよるし、

その辺はしっかり、僅かな金額、謝礼でやる

わけですが、どうしていいか分からないとい

う人が結構多いのかなと。ですから、こうい

った相談会を町でやるというのは非常に有効

だと思います。ぜひ、これもまず最初やって

みて、需要があれば少しずつ増やしていくと

か地域を絞ってやっていくとか、そういうの

も必要だと思いますので、周知徹底だけよろ

しくお願いしたいと思いますが、どのように

周知の方法を考えていますか。 

   それから、２点目ですけれども、災害備蓄

ということで、まずは災害備蓄倉庫に置くと

いうことですが、大分あそこも手狭になって

きているのかなと、備品がかなり増えてきて

います。それで、先ほど答弁の中にもありま

したけれども、災害時は１か所に置くという

のが非常に逆に言うと効率が悪いといいます

か、避難所となる場所、必ずそこから持って

いかなくちゃいけないわけですから、特に学

校、センターなどの避難所になっている場所

への分散備蓄というのを強力に考えていく必

要があるのかなと。まずは一旦はそこに置い

たとしても、有効な、収容人数にもよるし、

場所の問題もありますので、文科省あたりで

も災害時の備蓄に関してやるような方向だと

いうことも言っているようですので、ぜひそ

ういった分散備蓄という方向で、ぜひ年度内

に確定していただければと思いますけれども、

これについてもう一度お願いします。 

   それから、老朽空き家ということで、まず

は何とかコンセンサスを取って１件にたどり

着いたということですので、まずはそこの状

況を見ながら、そこを前例にしてこれを増や

していくといいますか、それから先ほどの同

僚委員の中でも、県道沿い、通学路沿いの老

朽危険空き家というのがかなり心配されます。

ここを優先にしながらぜひ解体を進めていか

ないと、事故があってからでは遅いので、し

っかりと、とにかく連絡をまめに取っていた

だいて、本人の意向を確認しながらこの事業

を進めていただきたいということで、ぜひそ

ういった、これからもまめに連絡を取ってい

ただきたいということで、お願いしたいと思

います。 

   最後ですけれども、かなり老朽化もしてい

るがということですが、今、小学校の在り方

の検討会も兼ねております。そういった中で

どういう結論が出るかですけれども、そうい

ったものとも併せながら、タイミングとして

当然給食センターをどうするかという問題も

出てくるかと思いますので、そういった施設

の老朽化と小学校の在り方というのも含めて

ぜひ検討していただきたいと思います。 

○石垣委員長 「真木総務課主幹」 

○真木総務課主幹 いただきましたご質問で、空

き家相談会をどのように周知していくかとい

うことでのご質問をいただいたところでござ

います。 

   一般的に我々が周知に使う「広報かほく」

であったりホームページはもちろんなんです

けれども、空き家対策特有と言ってはあれで

すけれども、お知らせの仕方として、固定資

産税の課税通知を出す際にお知らせ通知を同

封するという方法もあるかと思います。私ど

も担当課として相談会の日程を８月頃かなと

イメージしておりますので、その辺の時期も

ありますので、決定的にこの方法でというの

は申し上げられないんですけれども、いろい

ろな方法を考えて周知に努めてまいりたいと。

確かに周知の仕方次第でどれぐらい集まるか

というのは委員おっしゃるとおりかと思いま

すので、よく考えさせていただきたいと思い

ます。 
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   分散備蓄につきまして、ぜひ年度内に確定

してほしいということでお話を頂戴しました。

正直申し上げまして、全ての指定避難所とい

うのは無理です。既に当たりをつけていると

ころについては、こちらでも少し、担当課と

いうか、所属職員が動いてくれているはずで

すので、何か所かは少し動かしたいというこ

とで申し上げたいと思います。 

   空き家対策については、本人の意向を酌み

取りながらということ、メッセージをいただ

きました。そのように努めてまいりたいと思

いますので、引き続きよろしくお願いしたい

と思います。以上です。 

○石垣委員長 「秋場学校教育課長」 

○秋場学校教育課長 給食センターの耐力度調査

の委託を行い、その状況によって改修あるい

は改築等々どのようにやっていくかというこ

とも、小学校の在り方検討会も今行っている

中で、併せてどのような報告になるのかとい

うことで、併せてそこは検討していくべきも

のだというご指摘があり、改めて思ったとこ

ろでございます。 

   何年後という想定になるのか分かりません

が、そのときはということで、新築するのか

改築するのか、あるいは場所の問題等も含め

て、あるいは業務委託なども、今、広域の炊

飯でご飯をやっておりますが、そういったこ

とも何が可能なのかというところも含めた検

討は必要かなと思っております。 

○石垣委員長 「２番齋藤隆委員」 

○齋藤委員 そうですね、分散備蓄に関しては全

部の箇所でなくて、災害によって、水害のと

ころに置いてもなかなか難しいし、その辺は

当然外しながら、一番効果的なところに配置

していくということで進めていただきたいと

思います。 

   それから、空き家相談会についても、しっ

かりと、相談会があるのを知らなかったとい

うことだけはないように、周知徹底をよろし

くお願いしたいと思います。 

   それから、老朽空き家もそうですが、先ほ

ど同僚委員からは二歩遅れていて一歩進んだ

ということでしたけれども、私は本当にゼロ、

マイナスから始まってかなり今回進んだのか

なと、今までになく。後発の利といいますか、

担当職員がしっかりと県内の状況も把握しな

がら河北町の空き家対策という形で、私はか

なり前進したのかなと、ここは評価したいと

思います。でも、まだまだ伸び代があります

ので、しっかりと町民の意向に沿って空き家

対策を進めていただきたいと思います。 

   それから、給食センターに関しては、何年

先になるか分かりませんけれども、私の意見

としては基本的には自校調理というのが一番

望ましいんですけれども、センター化になっ

たということで、ただ炊飯施設がああいった

山形市からということは本当は望ましくない

んですが、給食も町外からとなると私は問題

なのかなと。できるだけ町内で作った給食を

温かいうちに届けるというシステムで安全に

やるという意味では、ぜひ広域化しないで町

内でやっていただくという方向で、先の話で

すけれども、考えていただきたいと思います。 

   以上で終わります。 

○石垣委員長 以上で、２番齋藤隆委員の質疑を

終わります。 

   次に、「１番岡田桂司委員」 

○岡田委員 所管ですけれども、２点お願いいた

します。 

   １点目は、123ページ、10款４項４目のサ

ハトべに花文化事業であります。 

   今回の予算の中に、堀米ゆず子さん、あと

ＮＨＫのテレビ番組ですか、あと岡本真夜さ

んコンサートとか様々出ておりました。コロ

ナが少し収まってきたので、文化事業も少し

ずつ出てくるのかなと見ておりました。 



 

- 263 - 

   去年だったか、今年になりますか、今まで

よく河北町に来ていた松竹の大歌舞伎が、今

回来れなかったのか分かりませんが、山形の

やまぎんホールであったんですね。河北町を

飛び越えたかなと思いながらも、何か残念だ

なと。その前に来たときは、亡くなった人間

国宝の中村吉右衛門さんが出て、さすが貫禄、

鬼平犯科帳、実物を見たいというので私も行

って、しっかり一番前で見させていただいた

んですが、さすがだなと。 

   文化庁の事業なので、歌舞伎座で見ると１

万5,000円、２万円かかると聞いておりまし

た。それが五、六千で見られるなんていうの

は、我々にとってはすばらしいものが見られ

るわけですので、何とかそういうものを取り

戻すためにも、ここでお願いなんです。 

   ここ３年ばかり、コロナのワクチン接種の

会場となって、いろいろな問合せ、町内の団

体は皆さん理解してくれると思いますが、ほ

かのところから来ているところがあってお断

りした業種とか何かが分かれば、今度、ワク

チン接種も終わりました。ぜひまた使ってい

ただきたいとか、今までの御礼、この前の使

えなかったおわびと新たにまたお願いという

形で、例えばそういうところに行っていかに

ご挨拶するか、またお願い状を出すとか、例

えば町長が東京出張のときに１便遅らせて、

文化庁に行って話をしてくるとか、松竹に行

っていろいろ話してくるとか、何かそういう

ことをやればどんどんと変わってくるのかな

と。というのは、私、「何で河北町にあんな

いいものばかり来るんですか」と聞かれたわ

けです。「それはそうですよ。歴史と文化の

まちですから」と鼻高々と言った記憶があり

ます。ぜひそれを取り戻して、「待ってたら

来ねっけは」とならないように、何かやって

いただければと思っています。何か考えがあ

ればお聞かせ願いたいと思います。 

   ２番目、これも同じページですが、10款４

項５目です。サハトべに花費となっています

が、要するに全天周のプラネタリウムです。

プラネタリウムで令和３年度の数字ですと一

般と学習のために入られた人数が360回あっ

て4,106人という数字が出ておりました。あ

とイベントを４回やって381人、要するにイ

ベントを４回やってこの数字ということは、

あそこの席が120人ぐらいですから、大体満

席近くになって４回だから、まあまあのこと

かなと思います。 

   私、一度行ったとき、入り切れない状況の

ときに行ったんです。山形からお子さんを連

れてきたような状況だったので、私はいいで

すと引っ込んで、入っていったんですが、す

ごく楽しみにしてきたみたいな状況だったの

で、イベントをやれば子供たちもかなり来る

んだなと思いました。 

   そこで、私は、4,106人というのはもっと

もっと伸びるんじゃないかなと思っておりま

す。先ほど軽部課長から、紅花資料館をぜひ

見ていただきたい、学校の修学旅行とか様々

あるときに、ぜひこっちに来て見ていただき

たいと言ったのがかなり功を奏しているよう

な話を聞きました。 

   課長、山形県にプラネタリウムというのが

６つあります。その６つを全部比較しても河

北町は断トツにすばらしい、大きい。村山は

本当に小さくて、紙に書いてあるんですね、

「ここです」なんて。あの星座を映すと１つ

の星座がここに来るようになっているんです。

それもなかなか味のあるところで、というの

は、始まる前とか終わった後に、１つの教室

なんです。そこで星空を云々というのを勉強

したり、終わってからまた勉強したりするよ

うになっています。そういう意味では、我々

のプラネタリウムも下のエントランスホール

の部分で少し勉強してから中に入れるような、
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下のほうですね、何かそれをプラネタリウム

の儀式として何かできればと思っております。 

   あともう一つ……、じゃあそこまでまずお

願いいたします。 

○石垣委員長 「日下部生涯学習課長」 

○日下部生涯学習課長 122、123ページ、10款４

項４目、サハトべに花文化事業についてのお

尋ねです。 

   河北町に、以前、松竹大歌舞伎などが来て

大変にぎわっていたということで、文化事業

としてお断りした団体などがないかというこ

となんですけれども、ワクチン接種会場とし

て使っていたということですとかそういった

面で、今年度、ホールの舞台機構の工事など

もございまして、ホールが使えないというこ

とで、いろいろ町内、町外の団体の方にお断

りしたということは多々ございます。令和５

年度からホールは新たに使えるようになりま

す。サハトべに花全体として使えるようにな

ったところにつきましては、これまでお断り

していた団体などにご連絡差し上げて、ぜひ

また使っていただきたいというご連絡を差し

上げたいと思っております。 

   そのほか、文化事業につきましては、コロ

ナの感染拡大防止という観点から、ここ何年

かなかなかうまくできない状況がありました

けれども、令和４年度からは昨年４月のＮＨ

Ｋの「のど自慢」をはじめ、感染対策をしな

がらですけれども、徐々に事業は開始してい

るところです。町民の皆様のこういったもの

が見たいとか、こういった事業をしていただ

きたいというお声をいただきながら、そうい

った意見に沿えるように事業を企画していき

たいと思っております。 

   続いて、全天周の事業になります。全天周

の事業につきましては、令和３年度、委員が

今おっしゃったように、4,106人の方に来て

いただいて、イベントも４回やっているとい

うことで、たくさんの方においでいただいて

いるんですけれども、令和４年度につきまし

ても、昨年８月に国立天文台水沢観測所の所

長の本間教授、本間稀樹さんという方なんで

すけれども、世界で初めてブラックホールの

撮影に成功した方ということで、世界的な研

究のグループに所属していた方なんですが、

そういった方の講演会などもしております。

このときも県内外からたくさんの人においで

いただきまして、全天周も満員になった状況

になっております。 

   全天周とかプラネタリウムを使った学習会

ということなんですが、令和５年度からＮＰ

Ｏ法人小さな天文学者の会のかほくグループ

ということで、支部のようなものを立ち上げ

まして、その中でいろいろな学習を展開して

いきたいということで聞いております。 

   以上になります。 

○石垣委員長 「１番岡田桂司委員」 

○岡田委員 どうぞよろしく、文化事業をよろし

くお願いしたいと思います。 

   一旦逃してしまって、ただ来るのを待って

いては非常に、私は本当に思います。今まで

お断りしたところはしっかり把握してお願い

をするというのは一つの今まで使ってくれた

ところに対しての筋かなと思います。それは

ひとつお願いしたいと思います。そしてます

ます河北町の文化事業が充実なるように、こ

こは正念場かなと思いますので、しっかりと

お願いをしたいと思います。 

   あとプラネタリウム、平成４年もイベント

等をやると結構集まっているんですね。ぜひ

続けてほしい。今募集しているのは、先ほど

課長が申しましたように、ＮＰＯ法人でやっ

ているのか、小さな天文学者云々の募集なん

かも紙を貼ってあります。なかなかいいこと

だなと思っております。 

   プラネタリウムに対して、私はあまり広告
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とか何かという部分では本当にお金をかけて

ないなと思います。皆さんご存じのように、

プラネタリウムのいろいろな中身、山大の名

誉教授の柴田晋平先生がいらっしゃって、ち

ゃんと先生と、前の副町長は握手なんかして

いる写真があるんですけれども、ぜひ河内副

町長も行って握手していただいて、顔をこっ

ちに向けていただければありがたいなと。 

   先生は、１か月とか２か月に１回、「星空

案内」というのが、本当に300何十回やって

いるんです。それが私は大好きで、ずっと読

んでいるんですが、ぜひ広告を出すんであれ

ばその下のほうに、河北町の全天周の中のプ

ラネタリウムはハイブリッドのプラネタリウ

ムだとかなんとか、そして星時間、それから

大層な何々といろいろな中で組み合わせて、

いろいろな勉強ができますとか、何かその辺

は担当で考えていただいて、私はせめて３回

ぐらい続けて、先生が「星空案内」を出した

ときに下に広告を出せば、すばらしいインパ

クトがあるのではないかなと思います。そん

なのをどう考えているか、ぜひやっていただ

きたいと思います。どう思いますか。 

○石垣委員長 「日下部生涯学習課長」 

○日下部生涯学習課長 サハトべに花の全天周の

ＰＲ方法ということですが、これまで全天周

についてＰＲしてきた方法としましては、村

山地方の近隣の小学校にポスターやチラシ、

先生向けにパンフレットを配付させていただ

いたり、町内の小学生には全員にチラシを配

付させていただいております。全天周でイベ

ントがある際には、県内全域に配布のフリー

ペーパーに掲載させていただいたり、山新の

折り込み広告をさせていただいておりますの

で、今後、山新に柴田先生の記事が出たとき

に下に広告ということも、委員に提案いただ

きましたので、そういったこともやっていけ

るかどうかということを指定管理者と相談し

ながら、たくさんの皆さんに周知なるように

考えていきたいと思っております。 

○石垣委員長 「１番岡田桂司委員」 

○岡田委員 よろしくお願いいたします。 

   先ほど、案内は、小学校なんかは近くみた

いな話ですけれども、県内に今６か所、プラ

ネタリウムがあるわけで、あるところに案内

を出したら失礼かなと思いますので、それは

省いて、それ以外は全部、私は出していただ

ければいいかなと思います。ぜひ紅花資料館

とともにプラネタリウムも県内でも誇れるも

のですので、自信を持ってご案内をしていた

だければと思います。終わります。 

○石垣委員長 以上で、１番岡田桂司委員の質疑

を終わります。 

   以上で、９款から14款までの質疑を終結し

ます。 

   ここで、３時10分まで休憩とします。 

     休 憩  午後３時００分 

     再 開  午後３時０９分 

○石垣委員長 休憩を解いて再開します。 

   ここで暫時休憩します。 

     休 憩  午後３時０９分 

     再 開  午後３時１０分 

○石垣委員長 休憩を解いて再開します。 

   次に、歳入全款及び調書等についての質疑

の通告を求めます。 

   （２番、４番、10番の通告あり） 

   ２番、４番、10番、落ちありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   では、最初に、「２番齋藤隆委員」 

○齋藤委員 私から２点質疑させていただきます。 

   １点目が、20ページ、15款２項１目総務費

国庫補助金ということで、個人番号カード交

付事務費補助金であります。一般質問でもお

聞きしましたけれども、２月末時点では交付

率が59.9％、約60％、３月末では見込みで

80.1％ぐらいになるだろうということで、１
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か月の間に20ポイントほど伸びているという

ことで、この伸びは、前にも言いましたけれ

ども、２万ポイントの魅力と保険証がひもづ

けられるということに対しての不安感という

ことだと思いますが、それ以外に、マイナン

バーカードを使えばコンビニで役場の文書が

交付できるというシステム、これを期待して

やられた方もいるのかなと思うんです。 

   そこで、河北町、令和５年度、コンビニで

の各種公文書の交付、証明書の交付、どのよ

うに考えているのか、令和５年度の方向性を

お示ししていただきたいと思います。 

   それから、２点目ですけれども、28ページ、

18款１項５目、ふるさとづくり寄附金という

ことで、寒河江市のふるさと納税の贈収賄の

件で、ふるさと納税そのものに対しての不安

といいますか、広がっているということで、

寒河江市ではこの影響を懸念して、2023年度

は一般会計予算で前年度当初予算から８億円

減らして10億円にしているということであり

ますが、河北町については令和４年度と変わ

らず13億円を見込んでおりますけれども、こ

の見込み、もちろんこのとおりいけばいいん

ですけれども、私なんかは心配性で、こうい

った影響があるんじゃないかと、特に関わっ

た職員の中に河北町出身者ということを見ま

して、本当に同じ名字の人は大変迷惑してい

るのかなと思いますけれども、その辺の考え

方、13億円とした根拠をお知らせいただきた

いと思います。 

○石垣委員長 「今部税務町民課長」 

○今部税務町民課長 20ページ、21ページ、15款

１項２目の総務費国庫補助金ということで、

戸籍住民基本台帳補助金の683万9,000円でご

ざいます。 

   こちらにつきましては、個人番号カード交

付事務費補助金ということで、全て国庫補助

でありますが、会計年度任用職員３名分と、

令和５年度はひなの湯の振興公社で申請の受

付をお願いしたいということで、その部分の

委託料も見込んでいるところでございます。 

   申請率につきましては、細矢議員の一般質

問にもありましたように、細矢議員のときは

１月末現在の数値しか出ておりませんでした

ので、たしか71.何％かなとお伝えしたとこ

ろでありましたが、齋藤議員の一般質問のと

きにはちょうど２月末の数字が出ておりまし

たので、81.何％ということで10％も伸びて

おりました。過去にこんなことはなかったの

で、２月に再度、ポイントが終わりますよと

いうチラシとか、あと皆さんがメディアから

の情報で、早く申請しないと駄目なんだなと

いうことで、１か月の間で10％も上がったの

かなと思っているところでございます。 

   個人番号カードを使ってコンビニで交付で

きるということでありますが、こちらは河北

町では現在まだやっておりません。やってい

る自治体もございますが、それは各自治体の

戸籍とか住基についてシステムがそれぞれま

ちまちになっております。令和７年度中に標

準化ということで全国的に統一化されますの

で、今、河北町でほかの自治体がやっている

ようにやったほうがいいのかという考えもあ

りますが、標準化のときに併せてやったほう

がいいんじゃないかということで、今のとこ

ろ足踏みをしているような状態でございます。 

   以上です。 

○石垣委員長 「軽部商工観光課長」 

○軽部商工観光課長 お答え申し上げます。 

   28ページ、29ページ、18款１項５目ふるさ

とづくり寄附金のご質疑でございます。 

   歳出でも申し上げましたが、近隣市で贈収

賄事件という非常に残念な事件が起きました。

寒河江市……、失礼しました、近隣市におい

ては当初予算の歳入で減額を見込んで、影響

を心配されて減額を見込んでおるということ
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でございますが、現状を申し上げて、本町に

おきましてのふるさと納税につきましては３

月定例会において補正予算で増額の予算をご

可決いただいたところでございます。 

   本町といたしましては、今年度同様13億円

を目指して、さらに来年度は新たなポータル

サイトを増やしながら、より多い寄附が頂け

るよう努力してまいりたいと考えておるとこ

ろであります。 

○石垣委員長 「２番齋藤隆委員」 

○齋藤委員 １点目ですけれども、そうすると令

和５年度は考えてないということで、令和７

年度の標準化に併せてと、はっきりした考え

方ではないんですが、いずれにしても令和５

年度中は無理ということで捉えていいでしょ

うか。 

   それから、２点目ですけれども、ふるさと

納税ということで、河北町でも、この会社、

さくらんぼファクトリーですか、これの前の

形態でジー・ツリーという株式会社が台にあ

ったということで、取引もあって、400万円

ほど河北町でも取引があったと。ただ、非常

に品質が悪いということで取り消したという

ことも聞いておりますので、河北町は、そこ

は先見性というか、ちゃんとしっかりと見て

いたということだと思うんですね。これを長

く続けていればとんでもないことになってい

たかもしれませんので、そこは被害が最小限

で済んだのかなと思っています。 

   いずれにしても、ふるさと納税、基金に繰

り入れて、これから子供の医療費の無料化と

か学校給食費の全額無償化というのがやられ

ていますので、先ほどの同僚委員のように、

こういった医療費、子供に関する医療費とい

うのは国が本来は国庫負担でやるべき問題な

んですが、それがまだならないうちはふるさ

と応援基金を当てにしないと駄目だというこ

とで、13億円というのはしっかりと確保して

いただきたいと思いますので、ぜひ予算を達

成するように、力を入れていただきたいと思

います。 

○石垣委員長 「今部税務町民課長」 

○今部税務町民課長 コンビニ交付の件でござい

ますが、齋藤委員のおっしゃるとおり、令和

５年度については考えていないということで

ございます。 

○石垣委員長 「軽部商工観光課長」 

○軽部商工観光課長 目標達成に向けて努力して

まいりたいと存じております。 

○石垣委員長 「２番齋藤隆委員」 

○齋藤委員 終わります。 

○石垣委員長 以上で、２番齋藤隆委員の質疑を

終わります。 

   次に、「４番佐藤修二委員」 

○佐藤委員 まず最初は、14ページ、15ページに

あります２款の譲与税の中の森林譲与税につ

いてお尋ねします。 

   何やら国から、自治体でそれを、お金をや

るので、自治体で計画して、自治体でそれを

何とかやれということで来る予算のようであ

りますが、全国的にほとんど使われなくて、

基金に積みっ放しという自治体も大分あるよ

うでございますが、我が町は一旦基金に全て

を積んで、その後、基金繰入金ということで

140万円ほど使うようでありますが、先ほど

のお話ではモデル地区にいろいろ調査してい

ろいろやっているようでありますが、後々本

当に、積んで積んで積もっていって、何をす

るのかなと思うんですが、何か将来このぐら

いの金額だったらこんなことをやりたいよう

な町としての考えがあるのかどうなのか、そ

れについてお尋ねします。 

   次に、16、17ページにあります分担金及び

負担金、昨年はそこに給食費の保護者負担金

があって、今回はゼロということですので、

給食費の無償化だと思います。給食も無償化
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になり、高校生までの医療費も無料というこ

とで、子育てが随分進んできたかなと思うん

ですが、これも子育て、うちの町も随分子育

てに力を入れて、小学校、中学校、高校入学

時に幾ら幾らというのもあったりいろいろや

っているんですが、給食費も子育ての一環と

捉えているのかどうか。 

   次に、20から21ページにあります、先ほど

２番委員が質疑申し上げましたマイナンバー、

個人番号ですね、マイナンバーについてであ

ります。 

   大体お答えを聞いて分かったんであります

が、令和５年度はコンビニでのあれはないと

いうことでありますが、国では便利になるか

ら、コンビニに行って印鑑証明ももらえるよ、

いろいろな手続ができるよという国のそうい

う宣伝があって、ポイントをもらいたいから

というだけで作った方もいらっしゃるかもし

れませんが、コンビニでそういうことができ

る、便利になるよと。要するに、国としては

マイナンバーカードを作ることによって便利

になるよ、国民の皆さんということを訴えて

やっているはずなのに、各自治体はなかなか

国で言う便利なことができるまでのシステム

になっていないというのは、どうも国と自治

体との間の格差があって、国民が本当は、あ

るいは町民が便利になるはずなのに便利にな

っていない。しかも令和５年度は全くやる気

がないという、本当にそんな姿勢でいいんだ

ろうかと思うんでありますが、その点につい

てもお尋ねします。 

   次に、附属資料で146ページの債務負担行

為についてお尋ねします。 

   債務負担行為もたくさんいろいろあります

が、その中の指定管理について、各指定管理

はたくさんいろいろなところでやっています

ので、一つ一つ聞かずに１本として基本的な

考えをお尋ねします。 

   指定管理、今回、歳出でも大分増えている

ようです。電気代が上がったから上がると、

それでいいんでしょうか。指定管理している

のは、行政が直接することじゃなく、民間の

活力、民間のノウハウを入れることによって、

サービスが向上し、利用を拡大し、経費削減

につながるということで入れているのが指定

管理です。だから、電気料が上がって1,000

万円上がるというんだったら、「500万円は

企業努力でやります。500万円は町で何と

か」だったら分かりますよ。丸々じゃないで

すか、これ。つまり民間にした意味が全然な

いんです。民間になってないんです、町の振

興公社にほとんど簡単に任せてしまうから。

指定管理は、プロポーザルをして何社かの競

争があって、それでこそ初めていい面が出て

くるんですよ。何もかにも、町にある公社だ

から、今回も道の駅をやるようでありますが、

そういうのではせっかくの指定管理のよさが

出てこない。ほとんど中身は基本管理と同じ

になってしまう。指定管理というのは、民間

のノウハウを生かして、マネジメントあるい

はリサーチ力を生かして、それによってサー

ビス向上、利用拡大、経費削減につながるか

ら指定管理するんです。全然そんなのが生か

されてない。 

   今ここで僕が申し上げるのは、指定管理が

始まると５年間やりますので、それは５年間

でいいです。すぐ今やれと言いません。この

５年間の間に、あるいはあと３年のところも

あるかもしれません、４年のところがあるか

もしれません、考えてほしいんです、このま

までいいんだろうかということを。ちゃんと

次に、５年後にもう一度するときは、各いろ

いろなところからプロポーザルを受けて、ど

こがこの施設を生かしてくれるんだろうとい

う選択ができるようなプロポーザルで指定管

理者を選べるようなやり方をしない限り、指
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定管理者という制度を生かした形にはならな

い。今すぐということでなく、基本的にそう

いう物事の考えをしてほしいと思うんであり

ますが、いかがですか。 

   以上４点、お尋ねします。 

○石垣委員長 「今部税務町民課長」 

○今部税務町民課長 20ページ、21ページの15款

２項１目の戸籍住民基本台帳費補助金の件で

ございます。 

   委員が言われるように、国ではマイナンバ

ーカードを取得するといろいろなことができ

るということでメリットをうたっております。

うちのほうでそのメリットを導入するにはど

のぐらいかかるんだろうなということで試算

したときがあります。うちのほうでは、いわ

ゆる住民票を出すシステムと戸籍を出すシス

テムがそれぞれ別の会社でございます。コン

ビニ交付をするとなると、それぞれ戸籍と住

民票ということで、２つ合わせて数千万円単

位のお金がかかってしまうということでござ

いました。それに加えまして、令和７年度末

をもって国で統一して標準化されるという話

がございましたので、それだったらというこ

とで、そのお金を使って早めにするのかどう

かということで考えたときがあったんですけ

れども、今のところ令和５年度は取りあえず

やらないということで、標準化を見据えてと

いうことで考えておるところでございます。 

○石垣委員長 「宇野農林振興課長」 

○宇野農林振興課長併農業委員会事務局長 お答

え申し上げます。 

   14ページ、15ページ、２款３項１目森林譲

与税に関してでございます。 

   森林譲与税に関しましては、目的といたし

ましては、市町村が私有林の経営管理を受託

する仕組みということで森林経営管理制度が

スタートしまして、それに係る費用というこ

とで譲与税が国から交付されてございます。 

   現在、令和３年度末の基金残高ですけれど

も、375万4,000円ほどございます。令和４年

度は、見込みでございますけれども、480万

円ほど、令和５年度の当初では316万5,000円

を歳入と見込んで、支出予定としましては

140万円ほどですので、その額ぐらいが積み、

基金に残るという形になろうかと思います。 

   今後ですけれども、来年度事業の中で、モ

デル地区で森林計画を実施、どのようにして

管理運営していくかという実施計画を立てる

作業を来年度してまいります。この計画書が

出てこないと分からないところでありますけ

れども、必ずしもその中で収支が合って差引

きゼロで管理ができるというふうにはなかな

か難しいのかなと思っています。森林をどの

ようにして売っていくかというところもあり

ますので、そういった場合、この基金の活用

も必要になるのかなという考えでおります。 

○石垣委員長 「秋場学校教育課長」 

○秋場学校教育課長 16、17ページ、13款分担金

及び負担金のところで、昨年度、いわゆる令

和４年度でありますと給食費保護者負担金と

いうことで計上してあったところであります

が、今回はその記載がありません。というの

も、給食費の無償化をするということで、そ

こはいわゆるゼロということで記載がないと

ころであります。保護者の経済的負担を軽減

して、子育て支援の充実を図るためというこ

とであります。 

○石垣委員長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野政策推進監兼企画財政課長 146ページの

債務負担行為に絡んで指定管理の質問であり

ますけれども、このたびの令和５年度の指定

管理料の予算につきましては、電気代高騰に

よりまして、その分を上乗せして予算を計上

しているところであります。 

   それも指定管理者との基本協定の中で、不
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測の事態があった場合は指定管理料を増やし

ますよというか、指定管理者の責によらない、

どうにもできないところですので、その分は

予算にこのたび計上していると、それが電気

代になっていると、このたびはそういうこと

になっているところであります。 

   指定管理の制度として、指定管理者がノウ

ハウを生かしてその施設を有効に運営しても

らいたいというのは当然その趣旨のとおりで

ありますので、更新の時期が来ましたら、佐

藤委員がおっしゃるようなことも念頭に入れ

て考えていきたいと思います。 

○石垣委員長 「４番佐藤修二委員」 

○佐藤委員 最後から言って申し訳ありません。

指定管理については更新時に、今すぐ何でも

やれでなく、更新時までの間にそういうとこ

ろをしっかり考えてやってほしいということ、

それについては分かってくださったようです

ので、いいです。 

   森林譲与税については、多くの自治体が何

をしたらいいか分からないみたいで、積んで

いるところがいっぱいあるという情報もあり

ました。ぜひ町としてしっかり、せっかくの

整備してやるやつですから、使って、よくや

ってほしいということを申し上げたいと思い

ます。 

   次に、分担金負担金のところで給食費がな

くなった。ところで、給食費が無償になった

のはいいんですが、子育てという感覚、子育

ての一環としてやるとしたら、委員会でも申

し上げたんですが、河北中に入る子供の給食

費はもちろんこれで無償になるんですが、同

じ河北に住んで、河北にいる子供でも河北中

に行かない子供もいるわけです。東根にある

学校なんかにも二、三十人行っているようで

す。医療費無償化はみんな無償、そういう子

供も皆対象です。例えば入学時に５万円ずつ

出すのも、どこの学校に行った子供にも出す

はずなんです。給食費の無償化、子育ての一

環、オール子育てという言葉を使っていらっ

しゃるでしょう。一部の子供たちだけじゃな

いでしょう、オール子供、河北町の子供たち。

だったら、ほかの学校に行った中学生にも何

らかの手だてをしなきゃならないんじゃない

ですか。委員会でお尋ねしたときは、河北中

の子供たちの給食費だけ無償という話だった

んですが、オール河北、オール子育て、そう

したら河北に住んで河北に町民税を払ってい

る家庭の子供が、河北中に行かない、ほかの

学校にいるんです。その子たちにも手厚くち

ゃんと子育て支援をすべきだと私は思うんで

ありますが、それについての考え方をお尋ね

します。 

   それから、個人番号については、標準化の

ときだと経費は町としてかかんないの、全然。

今やるとすると数千万円、町でかかるという

話ですが、令和７年まで待っていればかから

ないんですか、全然。でも、みんな国の、テ

レビでみんな見ていますよ。こういうことが

できるんですよ、コンビニでこれができるん

です、あれができるんですと。みんなできる

と思うんじゃないですか。マイナンバーカー

ドを作ったらできるようになると思うじゃな

いですか、みんな、国が言うんだもの。国の

担当大臣が言うんだ、こういうことができる、

こういうふうにできるんです、こういうふう

に便利になると。 

   もう一つお尋ねします。 

   マイナンバーカードを作る、そして国民健

康保険証と連動できる。河北町でマイナンバ

ーカードを保険証代わりに使えるところはど

こどこなんですか。令和５年度でいいです。

どこどこなんですか。それについてもお尋ね

しておきます。 

○石垣委員長 「秋場学校教育課長」 

○秋場学校教育課長 給食費の無償化に伴いとい
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うことで、河北中学校の生徒、河北町内の児

童生徒と限定しているところでありますが、

町外の学校に通っている方への無償化という

ものは、そういうことでありますが、河北町

での給食費の無償化といいますか、半額とし

て、令和５年度から無償化にするということ

でありますけれども、まず学校給食センター

で調理したものを提供しているものに関し、

その実費徴収を頂くというのがこれまでのも

のであります。徴収の規則をつくっておりま

して、学校給食を提供した食材に対して徴収

するという徴収規則でありますが、その徴収

規則を徴収しないで、保護者が負担されて、

町が負担するという考えでありますので、い

わゆる補助金ということで、どこの学校に行

こうが給食費分を補助するという考えではな

く、学校給食センターから提供した給食につ

いて徴収をしないという規則を定めていると

ころでございます。町民に関して、どこの学

校に、いわゆる町外の学校に行ってもという

ことのご指摘と捉えておりますが、これまで

内部の議論等もありましたけれども、してき

たところでありますが、学校給食センターで

提供する給食を町内の小中学校に提供し、そ

れを食べていただいた方に対しては保護者の

負担が当然出てくるわけですが、それを町が

代わって負担をするということで、補助金と

いうことで設定しているものではないという

認識であります、現在のところは。以上です。 

○石垣委員長 「今部税務町民課長」 

○今部税務町民課長 マイナンバーカードの件で

ございます。 

   国で推奨するためにメリットということで、

コンビニ交付もできるということでございま

すが、うちでもそのことは先ほど申しました

ように考えておったんですけれども、二重投

資になるんじゃないかということで、標準化

を待ったほうがいいんじゃないかということ

で、今のところ足踏みをしているような状況

でございます。 

   あと、町内でマイナンバーカードで診察で

きる医院ということでございますが、河北病

院をはじめ10の個人医院で使用が可能となっ

ております。あと薬局につきましても、10ほ

どの薬局でも使える状況になっているところ

でございます。以上です。 

○石垣委員長 「４番佐藤修二委員」 

○佐藤委員 給食について、課長が説明するのは

分かります。課長の考えは分かります。それ

はそれで課長の担当としてはそういうことな

んでしょう。 

   町として、オール子育てという考えで、子

供たちにそういう給食費がかからないように、

それだって小学校入学時、中学校入学時、高

校入学時に５万円とする。やはりみんな子育

てなんです。子育て支援なんですよ、町です

る制度。だから、どこの学校に行こうと河北

町の子供に変わりない。河北町にいる子供を

支援するのに、河北中に入らない子供以外に

はないと、ほかの学校に行った子は知らない

よみたいな感じはおかしくないですか。オー

ル子育てという感覚で考えれば、何らかの考

えをちゃんと示すべきだと私は思います。担

当課の話は分かりましたので、担当課のお答

えは要らない。町長か副町長の考えをお尋ね

したいです。 

   オール子育てという感覚での子供たち、河

北町に住んでいるわけですから、河北町に住

んでいる子供たち、その子供たちでそれが対

応なる子供たちとならない子供たちがいると

いうのはどうなのかなと。何というんですか、

透明性といいますか、公平性といいますか、

そういう感覚でオール子育て、ぜひ私は広い

気持ちで、そういう学校が河北でなくても何

らかの対応をしてほしいとお願いしたい。 

   あと、マイナンバーについて、令和７年ま
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で待てば費用がかからないんですかという話

に答えがなかった。 

   あと、病院や薬局が10か所もマイナンバー

で保険証代わりに使えるということを聞いて、

少しは進んでいるなと安心しました。 

   令和７年になると費用がかからないででき

るのかどうかだけはお答えいただきたいと思

います。 

○石垣委員長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野政策推進監兼企画財政課長 マイナンバー

カード取得によりますコンビニ交付の件であ

りますけれども、佐藤委員からありました、

令和７年になると金がかからないでやれるの

かという質問ですが、費用はかかります。た

だ、町で考えているのは、今のシステムに対

応したコンビニ交付を入れて、令和７年に標

準化があるわけです。その標準化になった後

にコンビニ交付のシステムをまた改修しなけ

ればならないという費用がかかるのではない

かと考えられるわけですので、今早急に入れ

る必要はないだろうと考えているのが町の考

え方であります。さらに言いますと、国はマ

イナンバーカードを取得するとこういったこ

とで便利になりますよとよく言いますが、本

来であれば、マイナンバーカードを取ればコ

ンビニ交付も必要ではないのではないか、カ

ードがあるんですから、マイナンバーカード

でいろいろな情報が番号で取れるようになり

ますので、本当はそういう世の中になってほ

しいと思います。以上であります。 

○石垣委員長 「森谷町長」 

○森谷町長 学校給食の件でございますけれども、

委員ご指摘の考えは理解します。私もそうい

う問題意識は持っております。 

   ただ、１点、オール河北で応援する子育て

というのは、すべからく、あまねく、全員同

じように、今、国で所得とかいろいろ、やは

り施策ごとに、一律に、全く一律に、一律に

すべきものもあります。政策、動向によって、

例えば第１子、第２子、第３子、あるいは所

得、そういったことについて、いろいろなそ

ういったところで施策ごとに考えるべきだと

思います。 

   私が使っている「オール河北」というのは、

役場もそうですけれども、企業も地域もみん

なで子育てを応援しましょうと。オール河北

というのは、のべつくまなく同じような一律

的な基準で支援していくという考え方じゃな

くて、そこは施策ごとに判断していきたい。 

   ただ、学校給食について、町外の中学校、

あるいはその実態も見ながらですけれども、

給食センターで出している給食費、あと町外

の中学校で負担している保護者費、その辺の

実態も見ながら、そこは新たな制度として、

委員もそこを承知の上で申し上げている、無

償化じゃなくて、支援と補助金になると思い

ます。そのスキームを考えるべきじゃないか

ということは課題意識として、私は今回の完

全無償化にあっても頭にはございました。引

き続きそこは問題意識を持っていきたいと思

っております。 

○石垣委員長 「４番佐藤修二委員」 

○佐藤委員 町長もしっかりそういう課題とする

という捉え方をしてくださっていると聞いて

安心しました。ぜひ、どういう結論になるか

は別として、しっかりまた検討を重ねてほし

いと思っています。 

   マイナンバーについては、どうしてもいろ

いろなマスコミ、テレビで見て、そういうで

きるということばかりみんな受け取るもんで

すから、作ればできるんだろうと思っちゃう

んですね。そうして行ったらできなかった。

「何だ、できるというからマイナンバーカー

ドを作ったのに、できねえんだどれ」という

のが実態なんですよ。標準化のときにすれば
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というのも分からないわけではないです。そ

れを無視して今すぐやれということではない

んですけれども、勘違いしちゃうんですよ、

町民みんな、やればできるんだろうと。そこ

をどのようにやっていくのか。そこだと思う

んです。町民が勘違いして「何だ、俺の町は

できないのか。おまえんとこはできるんだっ

て」なんていうことにならないように、勘違

いしないような手だてを考えてほしいと思い

ます。みんなテレビを見ればそういうもんだ

と思っちゃうんですね。そういう実態だとい

うことをぜひ理解してほしいということを申

し上げて、質疑を終わります。 

○石垣委員長 以上で、４番佐藤修二委員の質疑

を終わります。 

   ここで、委員長から申し上げます。 

   お諮りします。間もなく午後４時になろう

としていますが、本日の日程が終了するまで

時間を延長したいと思います。これに異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、本日の日程が終了するまで時間を

延長します。 

   次に、「10番木村章一委員」 

○木村委員 歳入ですね、12ページの１款２項１

目固定資産税について、説明を求めたいと思

います。 

   固定資産税は、空き家を解体すると上がる、

６倍ぐらいになるということがよく言われて

いるんですけれども、そこのところをもう少

し正確に町民に理解していただくために、例

えば大きい土地があるうちで、300坪ぐらい

あるところに住家があって、住家があったと

いいますか、その建物を、住んでいたところ

を解体した場合に、全体が、固定資産税がど

んと、土地の固定資産税が上がってしまうの

かどうかという点で、どうなるか、具体的な

想定を考えながら説明していただきたいんで

すが、いかがですか。この１点です。 

○石垣委員長 「今部税務町民課長」 

○今部税務町民課長 12ページ、13ページ、固定

資産税のご質問でございます。 

   具体的な数字ということで言われましたの

で、ご説明したいと思います。300坪ですと

ちょっと大きいですので、300平米でお話し

させていただきたいと思います。 

   例えば300平米の場合ですと、200平米まで

につきましては、土地ですね、200平米まで

につきましては小規模住宅用地ということで、

その300平米の土地におうちが建っておれば、

その200平米の土地の固定資産の標準額につ

きましては６分の１になります。残りの100

平米につきましては、３分の１の評価となる

ところでございます。 

   実際に、300平米の土地に建物が建ってあ

って、それを取り壊しますと雑種地という扱

いになりますので、評価額が大体７割ぐらい

の評価額になるかと思いますので、建物を壊

せば単純に６倍になるという考えではないか

と思います。以上です。 

○石垣委員長 「10番木村章一委員」 

○木村委員 最後のところがちょっと分かりにく

かったんですが、取壊しをすると雑種地にな

る、宅地じゃなくて雑種地になって、200平

米の部分は６分の１だったのが、６倍ではな

くて、雑種地が70％だとすると4.2倍になる、

200平米のところがね。残りの100平米、３分

の１だったところはそのまま変わらないとい

うことなんでしょうか。建物にかかっていた

固定資産税はどうなるんでしょうか。この辺

は少し詳しく説明していただけますか。 

○石垣委員長 「今部税務町民課長」 

○今部税務町民課長 申し訳ありません。 

   建物を壊しますので、建物の固定資産税は

発生しません。 
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   300平米のうち先ほどの200平米は小規模住

宅用地ということで６分の１の軽減がかかる、

残りの土地につきましては３分の１の軽減が

かかると申しましたけれども、全部更地にし

てしまえば300平米全てが雑種地の扱いにな

りますので、評価額は７割程度になるのかな

と思われます。以上です。 

○石垣委員長 「10番木村章一委員」 

○木村委員 確認しますと、300平米のうち残り

の100平米は３分の１だったのが少し上がる

んですね。70％ですから、少し上がる。全く

６倍に上がるということではなくて、それに

住宅の建物部分の固定資産税も減りますから、

平均どのぐらいになるのかな。4.2倍にはな

らない。３倍ぐらい、300平米だと３倍ぐら

いになるんでしょうかね。６倍ではないとい

うこと。そのことが心配で、建物をなかなか

解体、取壊しにかかれないと思っていた人は

少し、その辺の情報も正確に近いところをち

ゃんと行政も伝えるべきではないかなという

ことで、こんなことを聞いてみました。分か

りました。 

   これが300平米ではなくて、全体が300坪だ

った場合でも残りは３分の１だったのが雑種

地になって上がるというのは一緒ですか。何

かそこの部分も制限があるんでしょうか。す

ごい大きい宅地にぽこんと建てていたうちも

あるかと思うんですが、その辺は何か制限が

ありますか。 

○石垣委員長 「今部税務町民課長」 

○今部税務町民課長 たとえ土地が300坪であっ

たとしても、200平米までは小規模住宅用地

ということで６分の１、残りの300坪から200

平米を引いた残りの部分につきましては３分

の１という形で、更地にしてしまえば全部雑

種地扱いになって約７割ぐらいの評価になる

ということです。 

   ちなみに、壊してすぐ固定資産税がなくな

るわけでありませんので、１月１日に所有し

ていたかどうかになりますので、それ以降に

壊してもその年度の固定資産税は、建物等が

なくなったとしても発生するような状況にな

ります。 

○石垣委員長 「10番木村章一委員」 

○木村委員 終わります。 

○石垣委員長 以上で、10番木村章一委員の質疑

を終わります。 

   以上で、歳入全款及び調書等についての質

疑を終結します。 

   次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

   （９番、10番の通告あり） 

   ９番、10番。落ちありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   ９番、賛成討論ですか、反対討論ですか。

（「賛成討論です」の声あり） 

   10番、賛成討論ですか、反対討論ですか。

（「反対討論です」の声あり） 

   では最初に、反対討論から、「10番木村章

一委員」 

○木村委員 議第８号令和５年度河北町一般会計

予算案について、反対討論を行います。 

   令和５年度一般会計予算は、引き続き新型

コロナに打ち勝つ闘いで、ワクチン接種の可

否とタイミングなどについて、町民への分か

りやすい情報提供と取組が求められるもので

あります。 

   気候危機を打開する河北町での闘い、ゼロ

カーボン河北の具体化に踏み出したことは評

価いたします。しかし、気候危機対策は取組

の累積が効果を生み出しますので、小出しで

はなく、前倒しにどんどんとＣＯ２削減、災

害を繰り返さない環境づくりを強力に推し進

めるべきであります。 

   人口減少の勢いは止まっていません。町と

して、この予算で結果として人口減少を押し

とどめ、人口増に転換させる全面的な施策に



 

- 275 - 

果敢に挑戦しないと手後れになる危機的な状

況をお互い認識し、状況に適合した対策が求

められております。 

   子育て世代の心に届く子育て支援と教育環

境の充実強化が必要であります。学童保育の

公設民営は、近隣の市の取組に学ぶべきであ

ります。学童保育を求める児童数に見合った

施設の収容数にするため、１つの小学校区に

１つの学童保育の施設というルールは、谷地

中部小学校や谷地南部小学校区では実態に合

わず、学童保育の運営者には不必要な苦労が

発生しておりますので、早急に見直しをすべ

きであります。さらに、国が進める学童保育

の指導員の待遇改善が河北町内ではしっかり

届いていない問題も直ちに改善されるべきで

あります。 

   令和２年度から引き続く医療費18歳までの

完全無償化の取組は大いに評価いたします。 

   令和５年度から学校給食費について小中学

生の全員を無料にする取組は、私が繰り返し

求めてきたものであり、評価いたします。 

   子供たちの保育の副食費については、既に

県内の17の自治体が独自の支援をし、無料化

にしていますが、河北町は無料化になってい

ません。ぜひとも無料化に取り組むべきであ

ります。 

   河北町人材育成奨学金は、全国に自慢でき

るすばらしい返済不要の給付型奨学金ですが、

すばらしい取組とは裏腹に、ほとんどＰＲせ

ず、給付を受けられる可能性のある高校生に

さえあまり知らせず、公募時期もほかの奨学

金は２月から３月頃なのに10月１日から11月

１日までとしており、2017年から毎年８人分

を準備しているのに全額を使い切ったことが

ありません。周知の方法や時期を見直しして、

人材育成に役立てていただき、また河北町の

イメージアップにも大いに役立てるべきであ

ります。 

   私は繰り返し何度も指摘してきましたが、

無駄な補助金が継続している問題があります。

それは、認定こども園整備事業費補助金であ

ります。これは、民設民営のこども園の運営

を引き受ける法人を募集し、公募の決定後に、

議決の不要な規定という形で追加されたおま

けの補助金であります。保育料収入で当然返

済できるように設定されている認定こども園

の建設費の借入金を何と町が肩代わりして返

済するもので、県内ではほかに例がない、河

北町独自のおかしな補助金、おまけの補助金

であります。こんな後づけでダブりおまけの

補助金はやめて、そのお金は子供たちの副食

費支援や保育所の待遇改善などに回すべきで

あります。 

   町おこし、仕事おこしでは、町の予算も投

入して国内で最強レベルの起業支援金をしっ

かり生かし切り、起業支援補助金の公募に応

え、町内外から河北町で事業を起こす方々に

タイミングよく提供できる貸し店舗や貸し事

業スペースを準備すべきであります。 

   新庁舎を同じ場所に再配置した目的の一つ

に役場周辺の活性化があります。しかしなが

ら、依然として意図される取組がないという

問題点を指摘申し上げます。 

   道の駅河北については、大多数の町民から

道の駅にワイナリーを造ることに理解を得ら

れないと議員や町民が町長と町業者に訴え続

けて、ようやく道の駅にワイナリーがない形

に変更される見通しになりました。私はアイ

デア提供をしていますが、河北町の特徴が生

かされ、町の活性化に役に立つ道の駅を望む

ものであります。 

   農業振興の大きな柱である６次産業化への

支援は、農商工連携ネットワーク協議会がそ

ろりと動き出したように見えます。具体化を

期待します。 

   空き家対策は一歩前進であります。周囲に
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危険を及ぼす心配のある空き家への緊急対応

や解体に踏み込みました。しかし、近隣自治

体では既に取り組んでいる、人が住む建物と

しては利用できない空き家を解体して、その

土地の再活用を求めることを後押しする支援

については着手されない問題があります。 

   形だけではない本物の観光振興計画が必要

ですが、その重要性が認識されていない問題

があります。 

   令和４年度の除雪は、路面の出る除雪、早

めの排雪で、主要な道路の路幅を確保して、

間口除雪にも取り組み、冬でも暮らしやすい

状況を確保していただきました。令和５年度

は、県道や国道に面したお宅の間口除雪の問

題解決に地域の町民の力も借りて取り組む計

画に期待したいと思います。 

   高過ぎる国保税について、18歳までの均等

割をゼロにする取組が全国で始まっておりま

す。多額の国保基金は、国保加入者の皆さん

が協会けんぽの２倍も高い国保税を納め続け

た結果たまったお金であり、高い時期に国保

加入者だった方々に早急に返すべきものであ

ります。さらに、一般会計からも繰入れの支

援をして国保税を減税すべきであります。 

   広い意味の公務労働、例えばＮＰＯなどで

フルに働いて年収200万円を下回る働く貧困

層をなくす取組は、依然としてまだまだ不十

分であります。どんがホールや町立図書館な

どの指定管理料は、正当な人件費を支払う金

額としてまだまだ不十分であります。 

   以上、対案を示し、主な問題点を指摘し、

この予算案に反対するものであります。 

○石垣委員長 次に、賛成討論、「９番丹野貞子

委員」 

○丹野委員 議第８号令和５年度河北町一般会計

予算について賛成討論を行います。 

   このたびの予算は、切れ目のない子育て予

算が際立っております。まず、新規で小中学

校給食の完全無料化、妊娠・出生時交付金が

令和４年度から実施している10万円交付の継

続と国の応援給付費で20万円、小学校、中学

校、高等学校の入学時に５万円交付、引き続

き18歳までの医療費無料化政策は、子育て世

代への力強い応援です。 

   議会費では、タブレット端末及び議会のペ

ーパーレス会議システムにより議会運営が大

変便利になっております。我々議員も、もっ

と使いこなせるよう努力してまいります。 

   ＩＴ推進費、また新たにＲＰＡ、業務プロ

セスの自動化に係る調査費の計上については、

スムーズに共有化され、他市町村を先行する

勢いで研さんし、進めていただきたいと思い

ます。 

   旧町民プール跡地に整備を予定している地

元回帰促進住宅につきましては、計画内容に

議会として納得していない部分がありますの

で、賛同を得られる計画となるよう望みます。 

   高齢者等のタクシー利用助成事業を通年で

実施するための費用計上は、お試し期間にご

利用いただいた方からアンケートを取り、改

善され、登録証取得の方法も最寄りの地区セ

ンターで申込みができるなどで進められると

のこと、これまで課題だった高齢者の足確保

が前進いたしました。「べにのすけタクシ

ー」「500円タクシー」の愛称で便利に使わ

れることをご期待申し上げます。 

   児童動物園のイノベーション計画は、新庁

舎とともに、にぎわい創出の場、皆から親し

まれ、多くの方が訪れる場となるよう、多く

の意見を聞き、計画していただきたいと思い

ます。 

   農業振興費でありますが、元気な地域の農

業担い手育成支援事業費補助、エダマメや大

豆栽培推進事業費補助などで農家の応援予算

が計上され、地域計画の策定、新規事業が計

画されていますが、農業者の高齢化による離
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農や耕作放棄地など、本町においても早急に

取り組む重大な課題であります。地域農業の

将来の在り方、地域計画の推進に力を入れて

いただきたいと思います。 

   非常備消防費では、消防団員の報酬、特に

一般団員の報酬引上げの費用計上で消防団員

の処遇改善を図ったこと、このたびの活動服

の更新は団員の士気を高めると思います。団

員確保に努力をお願いいたします。女性消防

団員の活動も含め、消防団員の皆様には本当

に感謝の気持ちしかありません。 

   空き家対策が前進しました。行政代執行を

想定した空き家除却費用も計上したことは評

価しますが、課題は山積であります。防災危

機管理課が所管担当に決まったとのこと、空

き家対策強化策が必要と考えます。 

   新規で後づけ安全運転支援装置の設置に対

する補助費が計上されました。高齢者による

ペダルの踏み間違いによる事故を交通安全対

策で防止になるよう積極的にＰＲし、利用さ

れることを望みます。 

   各種スポーツ大会激励金拡充は、出場者へ

のすばらしい応援となり、励みになると思い

ます。令和５年度は目標６人以上の方の出場

をご期待申し上げます。 

   最後に、重要な局面を迎えている地域医療

の再構築について、県立河北病院の存続を前

提に、安心して暮らせる地域医療の確保、将

来に希望をつなげる医療の確立に向けて、引

き続き西村山地域医療提供体制検討会におけ

る検討、協議に臨み、子育て世代も高齢者世

代も共に安心と希望を持って暮らせる医療を

守っていくと施政方針で述べられた森谷町長

と一緒に議会も心を一つにし、頑張っていき

たいと思います。 

   以上、賛成討論といたします。 

○石垣委員長 以上で討論を終結します。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の委員の

起立を求めます。 

   （起立多数） 

   賛成多数であります。 

   よって、議第８号令和５年度河北町一般会

計予算については原案のとおり決定しました。 

   以上をもって本日の日程は全部終了しまし

た。 

   本日はこれをもって散会します。 

   明日３月15日は午前９時までご参集願いま

す。 

   お疲れさまでした。 

午後４時１２分  散 会 
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